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議案第９６号  

   令和７年度新潟市一般会計補正予算（第５号） 

 令和７年度新潟市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４，３８６，１３７千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４４４，６２６，４４８千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費の補正）  

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正）  

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。  

  令和７年１２月５日提出  

                            新潟市長 中原 八一   
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

19 国庫支出金 81,157,914 1,977,550 83,135,464

 1 国庫負担金 60,800,808 1,785,700 62,586,508

 2 国庫補助金 20,032,321 191,850 20,224,171

20 県支出金 23,333,194 695,844 24,029,038

 1 県負担金 15,310,921 584,900 15,895,821

 2 県補助金 5,984,262 79,200 6,063,462

 3 委託金 2,008,011 31,744 2,039,755

23 繰入金 410,913 5,848,956 6,259,869

 2 基金繰入金 90,159 5,848,956 5,939,115

24 繰越金 625,823 5,679,487 6,305,310

 1 繰越金 625,823 5,679,487 6,305,310

26 市債 33,934,000 184,300 34,118,300

 1 市債 33,934,000 184,300 34,118,300

430,240,311 14,386,137 444,626,448

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 議会費 1,027,329 6,994 1,034,323

 1 議会費 1,027,329 6,994 1,034,323

 2 総務費 48,047,392 6,900,507 54,947,899

 1 総務管理費 42,718,684 6,704,581 49,423,265

 2 徴税費 3,164,290 73,944 3,238,234

 3 戸籍住民基本台帳費 984,694 30,641 1,015,335

 4 選挙費 408,321 33,794 442,115

 5 統計調査費 474,793 42,618 517,411

 6 人事委員会費 117,468 801 118,269

 7 監査委員費 179,142 14,128 193,270

 3 民生費 141,882,801 4,201,432 146,084,233

 1 社会福祉費 13,255,503 57,847 13,313,350

 2 児童福祉費 53,579,448 3,588,886 57,168,334

 3 障がい福祉費 27,353,019 57,899 27,410,918

 4 生活保護費 17,909,779 1,468 17,911,247

 5 老人福祉費 27,868,655 357,290 28,225,945

 6 国民年金費 87,206 1,228 88,434

 7 災害救助費 1,829,191 136,814 1,966,005

 4 衛生費 30,711,801 808,091 31,519,892

 1 保健衛生費 17,933,707 188,940 18,122,647

 2 清掃費 12,778,094 619,151 13,397,245

 5 労働費 683,965 10,514 694,479

 1 労働諸費 683,965 10,514 694,479

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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款 項

 6 農林水産業費 6,128,277 57,815 6,186,092

 1 農業費 2,880,676 54,267 2,934,943

 2 農地費 2,815,108 1,823 2,816,931

 3 水産業費 432,493 1,725 434,218

 7 商工費 11,400,754 3,428 11,404,182

 1 商業費 9,171,301 △ 14,344 9,156,957

 2 工業費 2,229,453 17,772 2,247,225

 8 土木費 61,423,233 509,263 61,932,496

 2 道路橋りょう費 27,224,665 89,366 27,314,031

 3 港湾空港費 479,252 △ 2,285 476,967

 4 都市計画費 24,322,474 352,360 24,674,834

 5 公園緑地費 2,827,458 8,329 2,835,787

 7 建築費 4,213,015 24,468 4,237,483

 8 住宅費 1,682,334 37,025 1,719,359

 9 消防費 11,315,498 283,576 11,599,074

 1 消防費 11,315,498 283,576 11,599,074

10 教育費 60,712,289 1,604,517 62,316,806

 1 教育総務費 7,158,452 187,984 7,346,436

 2 小学校費 24,825,582 670,496 25,496,078

 3 中学校費 14,775,305 475,847 15,251,152

 4 高等学校費 1,390,421 84,138 1,474,559

 5 幼稚園費 367,131 26,855 393,986

 6 特別支援学校費 1,603,755 39,444 1,643,199

 7 生涯学習費 2,950,946 53,209 3,004,155

 8 保健給食費 7,640,697 66,544 7,707,241

430,240,311 14,386,137 444,626,448歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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第２表　繰越明許費補正

       １　追　加
（単位  千円）

2 総務費 1 総務管理費 電子入札システム改修事業 65,600

旧小須戸新栄町住宅埋設物撤去事業 23,100

寄居コミュニティハウス解体事業 4,400

3 民生費 2 児童福祉費 旧葛塚ひまわりクラブ解体事業 38,800

旧葛塚東児童館解体事業 33,900

山田保育園解体事業 5,300

3 障がい福祉費 旧あすなろ福祉園解体事業 4,000

5 老人福祉費 高齢者福祉システム再構築事業 341,000

7 災害救助費 液状化等被害住宅修繕支援事業 130,000

4 衛生費 1 保健衛生費 検査分析機器更新事業 35,000

佐潟野鳥観察舎建替事業 33,000

2 清掃費 清掃センター修繕事業 551,500

5 労働費 1 労働諸費 旧新潟市職業訓練センター解体事業 8,100

8 土木費 2 道路橋りょう 私道災害復旧支援事業 82,000

  費

4 都市計画費 街区単位の液状化対策事業 280,000

新潟駅周辺整備事業 1,540,000

9 消防費 1 消防費 消防業務システム更新事業 29,000

10 教育費 8 保健給食費 学校給食センター施設修繕事業 24,000

款 項 事 業 名 金 額
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第３表　債務負担行為補正

       １　追　加
（単位  千円）

ふるさと新潟市応援寄附金事業 令和 8年度 75,000 

道路橋りょう維持補修平準化事業 令和 8年度 2,483,100 

道路橋りょう新設改良平準化事業 令和 8年度 300,000 

主要地方道新潟中央環状線（信濃川渡 令和 8年度から 300,000 

河工区）橋りょう整備事業 令和 9年度まで

都市計画道路鳥屋野潟南部東西線等整 令和 8年度から 1,320,000 

備事業 令和 9年度まで

公共建築物保全適正化推進事業 令和 8年度から 3,419,000 

令和 9年度まで

公共建築物特定天井安全対策事業 令和 8年度 326,800 

学校給食管理費（調理委託） 令和 8年度 17,600 

事 項 期 間 限 度 額
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1　変　更

できる。　　　　　　

。） し後の利率

）

第４表　地方債補正

（単位　千円）

起　債　の　目　的

補　　　　　　　　　正　　　　　　　　　前 補　　　　　　　　　正　　　　　　　　　後

限　度　額
起債
の方
法法

利　　率 償　還　の　方　法 限　度　額
起債
の方
法法

利　　率 償　還　の　方　法

環境保全施設整備事業 2,200 普通 年5.0％以内 借り入れの年から据置 18,500 普通 年5.0％以内 借り入れの年から据置

費 貸借 （ただし、 期間を含み30年以内に 貸借 （ただし、 期間を含み30年以内に

ごみ処理施設整備事業 1,838,500 又は 利率見直し 元利均等又は元金均等 1,858,500 又は 利率見直し 元利均等又は元金均等

費 債券 方式で借り 若しくは不均等の方法 債券 方式で借り 若しくは不均等の方法

雨水排水対策事業費 430,000 発行 入れる場合 により、毎年度１期又 480,000 発行 入れる場合 により、毎年度１期又

（他 で、政府資 は２期に償還する。た

給食施設整備事業費 139,500 の地 金及び地方 だし、財政の都合によ 157,500 の地

（他 で、政府資 は２期に償還する。た

金及び地方 だし、財政の都合によ

方公 公共団体金 り据置期間中であって 方公 公共団体金 り据置期間中であって

その他施設災害復旧事 171,200 共団 融機構資金 も繰上償還し、償還年 251,200 共団 融機構資金 も繰上償還し、償還年

体と について利 限を短縮し、又は低利

の共 率の見直し の共 率の見直し

業費 体と について利 限を短縮し、又は低利

債に借り換えることが 債に借り換えることが

を行った後

行を においては 行を においては

同発 を行った後 同発できる。　　　　　　

し後の利率

）

含む 、当該見直 含む 、当該見直

。）
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議案第９７号  

   令和７年度新潟市国民健康保険事業会計補正予算（第２号） 

 令和７年度新潟市の国民健康保険事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９，３３０千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ６９，９７６，６３１千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

 令和７年１２月５日提出  

                            新潟市長 中原 八一   
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 7 繰入金 6,521,401 39,330 6,560,731

 1 他会計繰入金 6,078,887 39,330 6,118,217

69,937,301 39,330 69,976,631

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 総務費 1,994,144 37,167 2,031,311

 1 総務管理費 1,991,574 37,167 2,028,741

 4 保健事業費 629,046 2,163 631,209

 1 保健事業費 65,354 210 65,564

 2 特定健康診査等事業費 563,692 1,953 565,645

69,937,301 39,330 69,976,631

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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議案第９８号  

   令和７年度新潟市中央卸売市場事業会計補正予算（第１号） 

 令和７年度新潟市の中央卸売市場事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。  

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８，４５９千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１，１３６，６０７千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に

繰り越して使用することのできる経費は、「第２表 繰越明許費」による。  

  令和７年１２月５日提出  

                            新潟市長 中原 八一   
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 3 繰入金 359,026 1,306 360,332

 1 他会計繰入金 234,226 1,306 235,532

 4 繰越金 1 17,153 17,154

 1 繰越金 1 17,153 17,154

1,118,148 18,459 1,136,607

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

-12-



     歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 中央卸売市場費 628,172 4,352 632,524

 1 市場費 628,172 4,352 632,524

 3 基金積立金 198,585 14,107 212,692

 1 基金積立金 198,585 14,107 212,692

1,118,148 18,459 1,136,607

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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第２表　繰越明許費

（単位  千円）

1 中央卸売市場 1 市場費 電話交換設備更新事業 94,000

  費

款 項 事 業 名 金 額
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議案第９９号  

   令和７年度新潟市介護保険事業会計補正予算（第２号） 

 令和７年度新潟市の介護保険事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８，０３３千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８８，０２７，５００千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

  令和７年１２月５日提出  

                            新潟市長 中原 八一    
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 7 繰入金 13,956,697 18,033 13,974,730

 1 一般会計繰入金 13,003,828 18,033 13,021,861

88,009,467 18,033 88,027,500

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 総務費 2,018,242 19,336 2,037,578

 1 総務管理費 1,317,252 19,317 1,336,569

 3 介護認定調査・審査会
費

527,927 19 527,946

 3 地域支援事業費 3,110,444 △ 1,303 3,109,141

 1 介護予防・生活支援
サービス事業費

2,553,549 1,084 2,554,633

 3 包括的支援事業・任意
事業費

509,320 △ 2,387 506,933

88,009,467 18,033 88,027,500

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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議案第１００号 

   令和７年度新潟市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 （総則） 

第１条 令和７年度新潟市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

（業務の予定量）  

第２条 令和７年度新潟市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第３号中「管

渠、ポンプ場及び処理場等整備事業２０，５８９，５３０千円」を「管渠、ポンプ場及

び処理場等整備事業２０，６３９，５３０千円」に改める。 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

  支 出                             （単位 千円） 

科   目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 事業費 31,673,585 

78,873 

31,729,866 

△22,592 

 第１項 営業費用 27,718,301 

78,873 

27,774,582 

△22,592 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１３，４８

２，８９５千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額５９１，６４７千円、

当年度損益勘定留保資金等１２，８９１，２４８千円で補填するものとする。」を「資本

的収入額が資本的支出額に対して不足する額１３，４９６，８５１千円は、当年度消費

税及び地方消費税資本的収支調整額５８７，８６５千円、当年度損益勘定留保資金等１

２，８９２，２６５千円及び当年度利益剰余金処分額１６，７２１千円で補填するもの

とする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 
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  収 入                             （単位 千円） 

科   目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 資本的収入 30,833,324 50,000 30,883,324 

 第３項 他会計補助金 3,245,422 50,000 3,295,422 

  支 出                             （単位 千円） 

科   目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 資本的支出 44,316,219 

71,985 

△8,029 

44,380,175 

 第１項 建設改良費 22,330,242 

71,985 

△8,029 

22,394,198 

 （債務負担行為） 

第５条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、

次のとおり補正する。 

（追加）                            （単位 千円） 

事   項 期   間 限 度 額 

新潟第４処理分区 

新潟４－１号幹線管更生工事 
令和８年度 130,000 

松浜雨水ポンプ場調整池工事 令和８年度 593,000 
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（変更）                            （単位 千円） 

事   項 

補 正 前 補 正 後 

期 間 限度額 期 間 限度額 

鳥屋野排水区 

雨水バイパス管８ 

下水道工事 

令和８年度から 

令和９年度まで 
1,555,000 

令和８年度から 

令和１０年度まで 
1,555,000 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 予算第９条第１号に定めた金額を次のように改める。 

                                （単位 千円） 

科   目 補正前 補正後 

（１）職員給与費 1,465,252 1,492,894 

（他会計からの補助金） 

第７条 予算第１０条中「１５，１７９，４４２千円」を「１５，２２９，４４２千円」

に改める。 

（利益剰余金の処分） 

第８条 予算第１０条の次に次の１条を加える。 

（利益剰余金の処分） 

第１１条 当年度利益剰余金のうち１６，７２１千円は、次のとおり処分するものと定め

る。 

（１）減債積立金 １６，７２１千円 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   
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議案第１０１号  

令和７年度新潟市水道事業会計補正予算（第２号） 

（総則）  

第１条 令和７年度新潟市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。  

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和７年度新潟市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収

益的支出の予定額を次のとおり補正する。  

支 出                             （単位 千円） 

科    目  既決予定額 補正予定額 計 

第１款 事業費  18,577,090 

160,224 

△51,691 

18,685,623 

第１項 営業費用  17,380,947 

160,224 

△51,691 

17,489,480 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額６，

９４６，３８５千円は、」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額６，９

８５，３１７千円は、」に、「、当年度損益勘定留保資金５，９１０，２６５千円」を

「、当年度損益勘定留保資金５，８０２，６８６千円」に、「及び建設改良積立金３９

６，５２４千円で」を「及び建設改良積立金５４３，０３５千円で」に改め、資本的支

出の予定額を次のとおり補正する。 

支 出                             （単位 千円） 

科    目  既決予定額 補正予定額 計 

第１款 資本的支出  11,869,489 38,932 11,908,421 

第１項 建設改良費  8,435,517 38,932 8,474,449 
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第４条 予算第１０条第１号に定めた金額を次のように改める。  

                                 （単位 千円） 

科   目  補 正 前 補 正 後 

（１）職員給与費  2,811,884 2,958,434 

 

令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   
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議案第１０２号 

令和７年度新潟市病院事業会計補正予算（第１号） 

（総則） 

第１条 令和７年度新潟市病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （収益的収入及び支出） 

第２条 令和７年度新潟市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収

益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

支 出                             （単位 千円） 

科   目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 市民病院事業費用 30,188,363 818,951 31,007,314 

 第１項 医業費用 29,732,071 818,951 30,551,022 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第３条 予算第８条第１号に定めた金額を次のように改める。 

（単位 千円） 

科   目 補正前 補正後 

（１）職員給与費 14,118,191 14,925,077 

 

  令和７年１２月５日提出 

 

新潟市長 中原 八一   

-23-



 

 

議案第１０３号 

   新潟市給与条例等の一部改正について 

 新潟市給与条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

                            新潟市長 中原 八一   

   新潟市給与条例等の一部を改正する条例 

 （新潟市給与条例の一部改正） 

第１条 新潟市給与条例（昭和３２年新潟市条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条第１項第１号中「月額３１万円」を「月額３１万８００円」に改める。 

  第１８条第２項中「４，４００円」を「４，７００円」に、「７，４００円」を「７，

７００円」に、「６，６００円」を「７，０５０円」に、「１万１，１００円」を「１

万１，５５０円」に改める。 

  第２１条第３項中「職員」の次に「（以下「管理監督職員」という。）」を加える。 

  第２１条の２第１項及び第２項中「前条第１項の規定により人事委員会規則で指定す

る職にある職員」を「管理監督職員」に改める。 

第２２条第２項各号列記以外の部分中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．

５」に、「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改める。 

第２３条第３項第１号及び第２号中「１００分の１０５」を「１００分の１０７．

５」に、「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改める。 

  別表第１から別表第６までを次のように改める。 

 別表第１（第４条関係） 
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  一般俸給表 

職

員

の

区

分

 

職

務 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 

の

級 

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員

 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

1 195,800 242,100 270,300 296,500 319,300 346,700 389,800 429,900 482,200 

2 196,900 243,000 271,400 298,000 321,200 348,600 392,000 432,300 485,200 

3 198,100 244,300 272,600 299,200 323,100 350,400 393,900 434,800 488,300 

4 199,200 245,600 273,400 300,500 324,900 352,300 395,900 437,200 491,300 

5 200,300 247,000 274,000 301,900 326,400 354,400 397,700 439,200 494,000 

6 202,000 248,100 275,100 303,500 328,100 356,300 399,400 441,500 496,900 

7 203,600 249,600 276,300 304,900 329,300 358,200 401,300 443,700 500,000 

8 205,200 251,000 277,400 306,600 330,600 360,200 403,100 446,000 503,100 

9 206,700 251,800 278,300 308,100 332,500 362,200 404,900 447,900 505,800 

10 208,200 252,800 279,700 309,900 334,500 364,300 407,200 450,100 508,700 

11 209,800 254,300 280,400 311,400 336,200 366,200 409,500 452,300 512,200 

12 211,400 255,300 281,700 312,900 338,400 368,400 411,600 454,500 514,900 

13 213,000 256,400 282,900 314,500 340,100 369,900 413,700 456,300 517,600 

14 214,700 257,500 283,800 316,100 342,200 371,500 416,100 458,300 519,900 

15 216,400 258,700 284,900 317,100 344,300 372,900 418,100 460,200 522,200 

16 218,000 259,800 285,800 318,300 346,200 374,400 420,500 462,200 524,400 

17 219,200 260,800 286,700 320,200 348,000 376,100 422,300 464,100 526,500 
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18 220,800 262,100 287,800 321,900 349,900 377,500 424,400 465,800 528,000 

19 222,400 263,400 288,900 323,300 351,800 378,700 426,200 467,600 529,300 

20 223,900 264,300 289,700 325,300 353,900 380,000 428,300 469,300 530,600 

21 225,400 264,900 290,800 327,000 355,300 381,500 429,900 470,800 531,700 

22 227,000 266,100 292,200 329,000 357,000 383,000 431,700 472,100 533,100 

23 228,600 267,400 293,300 330,900 358,400 384,500 433,700 473,600 534,400 

24 230,200 268,600 294,800 332,900 360,200 386,000 435,600 475,000 535,800 

25 231,800 269,400 296,100 334,500 361,600 387,600 437,400 476,500 536,800 

26 233,500 270,500 297,400 336,500 362,900 389,600 439,000 477,800 538,000 

27 234,700 271,300 298,800 338,100 364,100 391,400 440,500 479,200 539,000 

28 236,400 272,200 300,300 340,200 365,600 393,400 442,100 480,400 540,300 

29 237,600 273,000 301,800 341,800 366,900 395,000 443,700 481,300 541,200 

30 238,600 273,800 303,200 343,600 368,300 396,800 444,900 482,000 542,100 

31 239,900 274,600 304,400 345,000 369,700 398,500 446,200 482,800 542,700 

32 241,100 275,100 305,700 346,600 371,300 400,300 447,500 483,500 543,700 

33 242,200 275,800 306,800 347,900 372,600 401,800 448,600 484,000 544,400 

34 242,800 276,200 308,200 349,300 374,500 403,400 449,700 484,800 545,600 

35 243,500 276,900 309,500 350,800 376,000 404,900 451,100 485,300 546,100 

36 244,600 277,500 311,000 352,300 377,700 406,600 452,300 486,000 547,000 

37 245,500 278,000 312,200 353,500 379,200 408,200 453,600 486,600 548,000 

38 246,300 279,100 313,900 355,100 380,500 409,400 454,400 487,300 548,900 

39 246,900 279,500 315,700 356,700 381,800 410,500 455,200 487,700 549,900 

40 247,500 280,600 317,400 358,400 383,400 411,700 456,100 488,200 550,600 

41 248,300 281,500 318,700 359,700 384,500 412,700 456,600 488,900 551,500 

42 248,800 282,400 320,300 361,600 385,500 413,900 457,400 489,200  
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43 249,300 283,400 321,600 363,400 386,700 414,900 458,100 489,600  

44 249,900 284,300 323,100 365,300 387,900 416,000 458,800 490,100  

45 250,700 285,200 324,500 366,600 388,700 416,700 459,400 490,600  

46 251,300 286,100 325,800 368,200 389,600 417,200 460,200   

47 251,900 287,000 326,900 369,700 390,400 417,800 460,800   

48 252,500 287,700 328,200 371,200 391,300 418,400 461,500   

49 252,900 288,700 329,200 372,700 392,200 419,100 462,100   

50 253,500 289,400 330,100 373,900 393,000 419,700 462,800   

51 254,100 290,100 331,100 375,000 393,800 420,300 463,200   

52 254,600 291,100 332,200 376,100 394,500 420,900 463,800   

53 254,800 291,600 333,200 377,000 395,300 421,500 464,200   

54 255,200 292,500 334,500 378,100 395,900 422,200 464,700   

55 255,600 293,400 335,600 379,000 396,600 422,900 465,100   

56 255,900 294,400 336,800 380,000 397,300 423,500 465,700   

57 256,200 295,300 338,000 380,900 397,900 424,000 466,100   

58 256,600 296,100 339,200 381,600 398,400 424,700 466,400   

59 256,800 296,900 340,200 382,300 398,900 425,300 466,900   

60 257,200 297,900 341,300 383,000 399,600 425,900 467,400   

61 257,600 298,900 342,100 383,400 399,900 426,300 467,900   

62 257,900 299,400 343,100 384,000 400,600 426,800    

 

 

 

 

 

63 258,200 299,800 343,900 384,600 401,300 427,400    

64 258,400 300,300 344,900 385,300 401,900 428,000    

65 258,600 300,800 345,500 385,700 402,200 428,300    

66 258,800 301,200 346,200 386,300 402,900 428,700    

67 259,100 301,600 347,000 386,900 403,400 429,100    
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68 259,400 302,000 347,800 387,600 404,000 429,500    

69 259,700 302,300 348,500 388,000 404,400 429,900    

70 259,900 302,700 349,200 388,700 405,000 430,200    

71 260,100 303,100 349,800 389,200 405,500 430,500    

72 260,400 303,500 350,400 389,800 406,100 431,000    

73 260,600 303,900 350,900 390,200 406,400 431,400    

74 260,800 304,300 351,500 390,900 407,000 431,800    

75 261,100 304,600 352,000 391,400 407,300 432,300    

76 261,500 304,900 352,600 392,000 407,700 432,700    

77 261,800 305,300 352,800 392,300 408,000 433,000    

78 262,000 305,600 353,200 392,800 408,300     

79 262,300 305,900 353,600 393,400 408,600     

80 262,500 306,100 354,000 394,000 408,900     

81 262,700 306,300 354,400 394,400 409,200     

82 263,000 306,600 354,800 394,900 409,500     

83 263,200 306,900 355,200 395,400 409,900     

84 263,400 307,200 355,700 395,700 410,200     

85 263,700 307,500 356,100 396,100 410,500     

86 264,000 307,800 356,600 396,400 410,800     

87 264,200 308,100 357,100 396,700 411,100     

88 264,600 308,400 357,500 397,000 411,400     

89 265,100 308,700 357,800 397,400 411,700     

90 265,500 309,000 358,300 397,700 412,000     

91 265,800 309,300 358,600 398,000 412,300     

92 266,100 309,500 359,000 398,300 412,600     
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93 266,300 309,800 359,300 398,500 412,900     

94  310,100 359,700 398,800      

95  310,400 360,100 399,100      

96  310,700 360,600 399,400      

97  311,000 360,900 399,600      

98  311,300 361,100 399,900      

99  311,500 361,600 400,200      

100  311,800 362,100 400,500      

101  312,100 362,400 400,800      

102  312,400 362,700       

103  312,700 363,000       

104  313,000 363,300       

105  313,300 363,700       

106  313,600 364,100       

107  313,900 364,500       

108  314,200 365,000       

109  314,500 365,400       

110  314,800 365,700       

111  315,100 366,100       

112  315,300 366,500       

113  315,600 366,800       

114  315,900        

115  316,200        

116  316,500        

117  316,800        
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118  317,100        

119  317,400        

120  317,700        

121  317,900        

122  318,200        

123  318,500        

124  318,800        

125  319,100        

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

 

基  準

俸給月額 

基  準

俸給月額 

基  準

俸給月額 

基  準

俸給月額 

基  準

俸給月額 

基  準

俸給月額 

基  準

俸給月額 

基  準

俸給月額 

基  準

俸給月額 

円 円 円 円 円 円 円 円 円 

199,000 225,900 271,700 292,600 308,300 334,900 377,800 412,300 465,500 

備考 この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第３

１条に規定する職員を除く。 

別表第２（第４条関係） 
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  医療職俸給表（１） 

職

員

の

区

分

 

職

務 

１級 ２級 ３級 ４級 

の

級 

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員

 円 円 円 円 

1 309,600 385,800 442,300 506,600 

2 311,500 388,400 445,100 508,900 

3 313,300 390,900 447,000 510,900 

4 315,200 393,500 449,300 512,800 

5 316,900 395,700 451,500 514,700 

6 320,400 398,400 453,400 516,200 

7 323,800 400,900 455,100 517,600 

8 327,300 403,200 456,700 518,800 

9 330,300 405,300 458,300 520,000 

10 333,900 407,300 460,600 521,300 

11 337,500 409,400 463,100 522,900 

12 341,200 412,000 465,400 524,200 

13 344,300 414,500 467,200 525,900 

14 347,600 417,700 469,200 527,300 

15 350,900 420,500 471,400 529,300 

16 354,200 423,800 473,300 531,500 

17 357,300 426,500 475,000 533,400 
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18 360,200 428,700 477,300 535,400 

19 363,200 430,800 479,300 537,300 

20 366,300 433,200 481,500 539,300 

21 369,100 435,200 482,900 540,700 

22 372,600 437,000 485,100 542,600 

23 375,600 438,600 487,200 544,500 

24 378,500 440,100 489,600 546,400 

25 381,800 441,600 491,400 548,100 

26 383,900 443,500 493,600 549,800 

27 385,800 445,400 495,600 551,600 

28 387,700 447,300 497,400 553,500 

29 389,400 449,200 499,100 554,900 

30 390,900 450,700 500,600 556,700 

31 392,400 452,200 502,200 558,500 

32 394,100 453,700 503,600 560,300 

33 395,500 455,400 504,900 562,000 

34 397,600 457,100 505,900 563,800 

35 399,200 458,600 507,500 565,700 

36 401,200 460,400 508,900 567,400 

37 402,700 462,100 510,100 568,700 

38 404,500 464,100 511,700 570,300 

39 406,200 465,700 513,500 571,900 

40 407,700 467,500 515,300 573,500 

41 409,300 469,200 516,700 575,100 

42 409,800 470,900 518,500 576,500 
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43 410,100 472,300 520,200 577,900 

44 410,600 473,600 522,000 579,300 

45 411,300 474,900 523,500 580,400 

46 412,400 475,900 525,200 581,400 

47 413,400 476,900 527,000 582,400 

48 414,500 477,900 528,800 583,500 

 

49 415,300 479,100 530,200 584,400 

50 415,700 480,100 531,500 585,200 

51 416,000 481,100 532,700 586,100 

52 416,400 482,100 534,000 587,000 

53 416,800 483,400 535,100 587,800 

54 417,500 484,400 536,400 588,700 

55 418,000 485,400 537,600 589,600 

56 418,600 486,400 538,800 590,500 

57 419,200 487,500 539,900 591,100 

58 419,900 488,500 540,800 592,000 

59 420,400 489,300 541,700 592,900 

60 420,900 490,300 542,700 593,800 

61 421,300 490,900 543,400 594,800 

62 421,700 491,600 544,300 595,700 

63 422,000 492,300 545,200 596,600 

64 422,400 493,000 546,100 597,500 

65 422,700 493,500 546,800 598,500 

66  494,100 547,700  

67  494,800 548,600  
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68  495,400 549,500  

69  495,700 550,300  

70  496,400 551,200  

71  497,100 552,100  

72  497,800 553,000  

73  498,200 553,700  

74  498,800 554,600  

75  499,500 555,400  

76  500,100 556,300  

77  500,500 557,000  

78  501,100 557,800  

79  501,700 558,600  

80  502,300 559,600  

81  502,800 560,200  

82  503,300 561,000  

83  503,900 561,800  

84  504,500 562,600  

85  504,900 563,300  

86  505,500 564,200  

87  506,000 565,100  

88  506,600 566,000  

89  506,900 566,900  

90  507,500   

91  508,100   

92  508,700   
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93  509,100   

94  509,700   

95  510,300   

96  510,900   

97  511,300   

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

円 円 円 円 

317,600 361,000 417,700 492,700 

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるも

のに適用する。 

別表第３（第４条関係） 
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  医療職俸給表（２） 

職

員

の

区

分

 

職

務 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

の

級 

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員

 円 円 円 円 円 円 円 円 

1 201,000 235,200 268,500 287,700 311,900 353,500 393,600 458,800 

2 202,900 237,000 269,800 288,300 313,500 355,500 396,000 461,300 

3 204,800 238,800 270,900 288,900 315,300 357,700 398,400 463,800 

4 206,700 240,600 271,800 290,000 317,000 359,700 400,700 466,400 

5 208,700 242,200 272,300 290,900 318,700 361,500 402,900 468,900 

6 210,900 243,900 273,300 292,000 320,500 363,700 405,200 471,500 

7 213,000 245,600 274,400 292,500 322,200 365,500 407,600 474,000 

8 215,100 247,300 275,000 293,100 323,900 367,300 410,300 476,500 

9 217,000 249,000 275,600 293,700 325,600 368,900 412,300 479,000 

10 218,900 250,000 276,200 294,300 327,100 370,800 414,700 481,500 

11 220,700 251,100 276,900 294,700 328,100 372,200 416,900 484,000 

12 222,800 252,400 277,700 295,300 329,400 373,700 419,500 486,400 

13 224,500 253,300 278,600 295,800 331,300 374,900 421,200 489,000 

14 226,500 254,300 279,100 296,700 333,100 376,600 423,300 490,500 

15 228,700 255,100 279,700 297,300 334,900 378,000 425,400 491,900 

16 230,800 255,900 280,900 298,200 336,800 379,300 427,600 493,300 

17 232,900 256,700 281,500 298,900 338,700 380,600 429,300 494,600 
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18 233,400 257,800 282,300 300,300 340,700 382,300 431,300 496,000 

 

19 234,100 258,900 282,900 301,600 342,600 384,100 433,400 497,200 

20 234,800 260,000 283,700 303,100 344,500 385,700 435,400 498,400 

21 235,200 260,700 284,500 304,300 346,300 387,300 437,200 499,800 

22 236,500 261,600 285,000 305,600 348,300 389,000 438,600 501,100 

23 237,700 262,500 285,500 307,100 350,000 390,700 440,200 502,500 

24 238,900 263,200 286,200 308,500 351,700 392,800 441,900 503,800 

25 240,100 263,900 286,700 309,800 353,100 394,300 443,200 504,900 

26 241,000 264,400 287,600 311,400 354,700 396,100 444,400 506,200 

27 241,900 265,100 288,300 312,600 356,000 397,900 445,700 507,500 

28 242,800 265,800 289,100 314,100 357,400 399,700 447,000 508,800 

29 243,600 266,500 289,800 315,600 358,800 401,300 448,300 510,300 

30 244,200 267,300 291,100 316,900 360,100 403,000 449,600 511,400 

31 245,000 268,200 292,200 318,400 361,400 404,700 450,900 512,500 

32 245,800 269,400 293,300 319,800 362,600 406,500 452,000 513,700 

33 246,500 270,100 294,000 321,300 363,700 407,900 453,000 515,000 

34 247,200 271,000 295,600 323,000 365,300 409,000 454,300 515,900 

35 247,700 271,700 296,800 324,700 366,800 410,300 455,500 516,800 

36 248,500 272,500 298,000 326,300 368,300 411,600 456,700 517,800 

37 249,000 273,300 299,200 327,600 369,600 412,600 458,100 518,900 

 

38 249,600 274,200 300,500 329,100 371,000 413,600 458,900  

39 250,400 274,800 301,700 330,400 372,600 414,700 459,600  

40 251,100 275,600 302,900 331,800 374,200 415,900 460,400  

41 251,600 276,400 304,000 333,300 375,300 416,700 460,800  

42 252,200 277,000 305,200 334,400 376,600 417,400 461,400  
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43 252,700 277,600 306,700 335,600 377,800 418,000 461,900  

44 253,200 277,900 308,000 336,500 379,200 418,900 462,500  

45 253,700 278,600 309,300 337,200 379,900 419,200 462,900  

46 254,100 279,500 311,000 338,500 381,100 419,800 463,300  

47 254,600 280,300 312,600 339,300 382,300 420,400 463,800  

48 255,000 281,400 314,000 340,800 383,500 421,000 464,300  

49 255,300 282,300 315,100 341,500 384,400 421,500 464,500  

50 255,600 283,400 316,600 342,400 385,300 422,000 464,900  

51 256,000 284,200 317,800 343,300 386,300 422,700 465,400  

52 256,400 285,300 319,000 344,300 387,300 423,300 465,900  

53 256,800 286,000 320,000 345,100 388,000 423,900 466,100  

54 257,100 286,700 320,900 345,500 388,800 424,500   

55 257,300 287,400 322,000 346,600 389,700 425,200   

56 257,600 288,400 322,900 347,700 390,500 425,800   

 57 258,000 289,300 323,700 348,100 391,300 426,100   

58 258,300 290,200 324,600 349,100 391,900 426,600   

59 258,500 291,200 325,400 349,900 392,700 427,000   

60 258,700 292,100 326,300 350,800 393,400 427,400   

61 259,000 292,900 327,000 351,400 393,900 427,700   

62 259,300 293,900 328,000 352,100 394,600 428,000   

63 259,500 294,800 329,000 352,800 395,300 428,500   

64 259,800 295,700 329,900 353,500 395,800 429,000   

65 260,100 296,500 330,700 353,900 396,100 429,300   

66 260,300 297,300 331,300 354,400 396,800    

67 260,500 297,900 332,000 355,000 397,500    
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68 260,700 298,800 332,700 355,600 398,100    

69 261,000 299,500 333,100 356,200 398,400    

70 261,200 300,100 333,900 356,800 399,000    

71 261,500 300,700 334,500 357,400 399,500    

72 261,800 301,300 335,300 358,000 400,000    

73 262,100 301,700 335,900 358,300 400,500    

74 262,300 302,000 336,500 358,700 401,000    

75 262,500 302,300 337,100 359,200 401,500    

 

76 262,700 302,600 337,700 359,800 402,100    

77 263,000 302,800 338,200 360,200 402,600    

78 263,300 303,100 338,600 360,700 403,100    

79 263,500 303,400 339,000 361,200 403,600    

80 263,800 303,700 339,500 361,600 404,100    

81 264,000 304,000 340,000 361,900 404,400    

82 264,300 304,200 340,400 362,300 404,800    

83 264,500 304,500 340,900 362,700 405,200    

84 264,800 304,800 341,400 363,000 405,700    

85 265,000 305,000 341,700 363,400 406,100    

86  305,300 342,000 363,700     

87  305,500 342,300 364,000     

88  305,800 342,700 364,400     

89  306,000 343,000 364,600     

90  306,300 343,300 364,900     

91  306,600 343,700 365,300     

92  306,900 344,000 365,700     

-39-



 

 

93  307,200 344,300 366,000     

94  307,500 344,600 366,400     

 

95  307,800 344,900 366,800     

96  308,100 345,300 367,100     

97  308,400 345,600 367,300     

98  308,700 345,900 367,600     

99  309,000 346,200 368,000     

100  309,300 346,500 368,400     

101  309,500 346,800 368,800     

102  309,800 347,100 369,200     

103  310,100 347,400 369,600     

104  310,400 347,700 370,000     

105  310,700 347,900 370,500     

106   348,200      

107   348,500      

108   348,800      

109   349,100      

110   349,400      

111   349,700      

112   350,000      

113   350,300      

定

年

前

 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

円 円 円 円 円 円 円 円 
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再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

200,500 226,700 259,600 273,700 300,700 342,700 385,800 449,500 

備考 この表は、保健所、学校等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技

師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛

生士、歯科技工士、臨床工学技士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに

適用する。 

 別表第４（第４条関係） 

  医療職俸給表（３） 

職

員

の

区

分

 

職

務 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

の

級 

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 

定

年

前

 円 円 円 円 円 円 円 

1 221,400 254,300 288,800 302,800 318,000 355,600 395,100 

2 222,900 256,400 289,900 303,200 319,400 357,700 397,300 
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再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員

3 224,300 258,800 291,100 303,600 320,500 359,600 399,900 

4 225,800 260,900 292,100 304,000 321,900 361,600 402,500 

5 227,300 263,300 292,800 304,400 323,200 363,300 404,700 

6 229,300 264,000 293,100 304,800 324,700 365,000 407,100 

7 231,500 264,900 293,400 305,200 326,000 366,600 409,500 

8 233,700 265,800 293,800 305,500 327,700 368,500 411,900 

9 235,500 266,900 294,200 305,900 329,000 369,900 413,700 

10 237,500 268,000 294,400 306,500 330,500 371,200 415,900 

11 239,500 269,000 294,700 307,000 331,800 372,600 418,300 

12 241,500 269,800 295,000 307,400 333,100 373,900 420,500 

13 243,300 270,600 295,500 308,000 334,400 375,300 422,600 

14 245,600 271,300 295,800 308,600 335,600 376,900 424,700 

15 247,800 272,200 296,000 309,100 337,000 378,800 426,900 

16 250,100 272,700 296,300 309,800 338,400 380,700 429,100 

17 252,500 273,300 296,500 310,300 339,700 382,300 431,200 

18 254,700 274,100 296,900 311,200 341,200 384,000 433,100 

19 257,100 274,600 297,300 311,800 342,800 386,000 435,300 

20 259,400 275,200 297,500 312,700 344,200 388,100 437,400 

21 261,700 275,600 297,800 313,500 345,500 390,000 439,200 

22 262,400 276,600 298,300 314,500 346,800 392,100 441,100 

23 263,100 277,700 298,800 315,600 348,200 394,200 443,000 

24 263,900 279,200 299,200 317,000 349,500 396,200 444,900 

25 264,500 279,800 299,600 317,700 350,600 398,000 446,600 

26 265,500 280,800 300,100 319,000 351,600 399,900 448,200 

27 266,300 282,100 300,500 320,100 352,700 401,900 449,900 
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28 267,200 282,900 301,100 321,700 354,200 403,800 451,400 

29 268,000 283,900 301,600 322,500 355,200 405,500 452,600 

30 268,500 284,400 302,600 323,600 356,200 407,300 454,100 

31 268,800 284,900 303,500 324,700 357,100 409,100 455,700 

32 269,300 285,400 304,400 325,700 357,800 411,000 457,100 

33 269,700 285,800 305,500 326,700 358,900 412,700 458,900 

34 270,100 286,100 306,600 328,100 360,100 414,300 460,500 

35 270,500 286,300 307,500 329,600 361,500 416,100 462,000 

36 270,900 286,500 308,600 331,100 362,700 417,800 463,500 

37 271,200 286,700 309,500 332,100 364,000 419,400 464,900 

38 271,900 287,100 310,600 333,500 365,100 421,100 466,200 

39 272,600 287,500 311,700 334,800 366,600 422,900 467,500 

40 273,500 287,900 312,800 336,200 368,100 424,600 468,700 

41 274,200 288,100 313,400 337,300 369,300 426,000 469,800 

42 274,800 288,400 314,500 338,300 370,800 427,500 470,700 

43 275,500 288,700 315,400 339,300 372,400 429,100 471,500 

44 276,100 288,900 316,400 340,600 374,000 430,500 472,300 

45 276,700 289,200 317,400 341,500 375,100 431,900 472,800 

46 277,300 289,800 318,600 342,300 376,600 433,300 473,400 

47 277,700 290,300 320,000 343,100 378,100 434,900 474,100 

48 278,100 290,700 321,300 343,900 379,300 436,300 474,900 

49 278,500 291,100 322,200 344,500 380,700 438,000 475,600 

50 278,800 291,800 323,400 345,600 382,100 439,600 476,100 

51 279,100 292,200 324,500 346,600 383,500 441,100 476,700 

52 279,300 292,800 325,700 347,600 384,800 442,600 477,300 
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53 279,500 293,500 326,700 348,700 386,200 443,800 478,000 

54 280,100 294,300 327,500 349,800 387,400 445,200 478,800 

55 280,600 295,000 328,500 351,000 388,500 446,600 479,600 

56 281,100 295,900 329,600 352,400 389,600 448,000 480,400 

57 281,600 296,800 330,400 353,200 390,900 449,100 481,400 

58 282,100 297,900 331,200 354,600 391,900 449,800  

59 282,400 298,900 331,900 355,800 392,900 450,600  

60 282,700 300,100 332,600 357,200 393,700 451,300  

61 283,100 301,100 333,200 358,300 394,400 451,700  

62 283,400 302,100 334,200 359,500 395,200 452,400  

63 283,700 303,200 335,200 360,800 395,900 453,100  

64 284,000 304,300 336,300 362,000 396,600 453,800  

65 284,200 305,200 337,400 363,000 397,300 454,300  

66 284,600 306,100 338,300 364,100 397,900 454,900  

67 284,900 306,900 339,300 365,300 398,700 455,300  

68 285,300 307,800 340,300 366,500 399,500 455,700  

69 285,700 308,600 341,100 367,600 400,100 456,100  

70 286,200 310,000 342,300 368,700 400,800   

71 286,700 311,300 343,400 369,600 401,500   

72 287,300 312,600 344,300 370,600 402,200   

73 288,000 313,500 345,400 371,300 402,700   

74 288,900 314,800 346,500 372,400 403,300   

75 289,700 315,800 347,700 373,400 403,800   

76 290,600 316,900 348,700 374,500 404,400   

77 291,400 318,000 349,700 375,200 404,800   
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78 292,000 318,900 350,900 376,000 405,400   

79 292,700 319,700 352,100 376,800 405,900   

80 293,300 320,800 353,300 377,500 406,300   

81 293,800 321,300 354,400 378,100 406,600   

82 294,500 322,000 355,500 378,600 407,000   

83 295,000 322,600 356,500 379,200 407,500   

84 295,500 323,100 357,500 379,700 408,000   

 

85 296,000 323,600 358,200 380,400 408,300   

86 296,800 324,500 359,200 381,000 408,600   

87 297,600 325,500 360,200 381,500 408,900   

88 298,200 326,500 361,200 382,100 409,200   

89 298,900 327,600 362,200 382,400 409,500   

90 299,600 328,400 362,900 382,800 409,800   

91 300,400 329,400 363,700 383,300 410,100   

92 301,100 330,300 364,400 384,000 410,700   

93 301,600 331,200 365,100 384,200 411,200   

94 302,200 332,000 365,700 384,700    

95 302,800 332,700 366,400 385,200    

96 303,500 333,400 367,000 385,600    

97 303,800 333,800 367,500 385,900    

98 304,200 334,400 368,000 386,400    

99 304,500 335,100 368,400 386,900    

100 304,800 335,700 368,900 387,300    

101 305,000 336,100 369,300 387,800    

102 305,500 336,700 369,700 388,300    
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103 306,000 337,300 370,200 388,800    

104 306,500 337,900 370,700 389,300    

105 307,000 338,200 371,000 389,800    

106 307,300 338,600 371,500 390,300    

107 307,800 339,000 372,000 390,800    

108 308,300 339,400 372,300 391,300    

109 308,500 339,600 372,500 391,800    

110 308,800 340,100 373,000 392,100    

111 309,000 340,400 373,500 392,600    

112 309,300 340,800 374,000 393,100    

113 309,500 341,100 374,500 393,700    

114 309,800 341,500 374,900     

115 310,200 341,900 375,400     

116 310,500 342,200 375,800     

117 310,800 342,400 376,100     

118 311,200 342,700 376,600     

119 311,600 343,000 377,000     

120 312,000 343,300 377,500     

121 312,300 343,600 377,800     

122 312,700 343,900 378,300     

123 312,900 344,200 378,800     

124 313,200 344,500 379,300     

125 313,400 344,800 379,700     

126 313,700 345,100      

127 314,100 345,400      
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128 314,400 345,700      

129 314,700 345,900      

130 315,000 346,200      

131 315,300 346,500      

132 315,600 346,800      

133 315,800 347,100      

134 316,100 347,400      

135 316,400 347,700      

136 316,700 348,000      

137 317,000 348,200      

138 317,300 348,500      

139 317,600 348,800      

140 317,900 349,100      

141 318,200 349,400      

142 318,500 349,800      

143 318,800 350,200      

144 319,100 350,600      

145 319,300 350,900      

146 319,600 351,300      

147 319,900 351,700      

148 320,200 352,000      

149 320,500 352,300      

150 320,800 352,700      

151 321,100 353,100      

152 321,400 353,500      
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153 321,600 353,900      

154 321,900       

155 322,200       

156 322,500       

157 322,800       

158 323,100       

159 323,400       

160 323,700       

161 324,000       

162 324,300       

163 324,600       

164 324,900       

165 325,300       

166 325,600       

167 325,900       

168 326,200       

169 326,500       

定

年

前

 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

円 円 円 円 円 円 円 
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再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

247,200 271,400 279,500 290,300 307,800 346,700 392,000 

備考 この表は、保健所、学校等に勤務する保健師、助産師、看護師、養護師、准看

護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。 

 別表第５（第４条関係） 

  消防職俸給表 

職

員

の

区

分

 

職

務 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

の

級 

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 

定

年

前

再

任

 円 円 円 円 円 円 円 円 

1 226,500 246,500 271,100 301,900 330,100 352,900 377,500 410,200 

2 228,800 248,600 272,500 302,900 331,700 354,900 379,400 411,900 

3 231,100 250,800 273,900 303,900 333,100 356,700 381,300 413,400 

4 233,400 252,700 275,300 305,000 334,600 358,200 383,100 415,000 

-49-



 

 

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員

5 235,600 254,700 276,200 306,100 335,800 360,100 385,000 416,300 

6 237,800 257,100 277,500 306,800 337,200 361,500 387,100 417,500 

7 239,900 259,700 278,900 307,600 338,800 362,800 389,000 418,600 

8 242,100 262,200 280,100 308,500 340,700 364,000 391,100 420,000 

9 244,000 264,500 281,600 309,300 342,200 365,700 392,700 421,100 

10 246,000 266,200 282,700 309,900 344,300 367,500 394,600 422,700 

11 248,100 268,100 283,800 310,400 346,000 369,300 396,500 424,400 

12 250,100 269,500 284,900 310,800 347,500 371,100 398,700 426,200 

13 251,800 271,000 286,200 311,900 349,300 373,000 400,000 427,400 

14 254,200 272,200 287,500 312,500 350,800 375,100 401,800 429,000 

15 256,500 273,300 288,600 313,000 351,900 376,900 403,300 431,000 

16 258,900 274,300 289,800 313,500 353,300 379,000 405,100 433,000 

17 261,400 275,300 290,800 314,000 355,000 380,900 406,400 434,600 

18 262,800 276,400 291,800 315,000 356,800 382,800 407,600 436,400 

19 264,200 277,600 292,900 315,800 358,600 384,600 408,700 438,100 

20 265,700 278,700 293,900 316,800 360,400 386,700 410,200 439,800 

21 267,200 279,600 294,900 317,600 362,200 388,100 411,500 441,200 

22 268,400 280,700 295,300 318,400 364,200 389,600 413,100 442,800 

23 269,500 281,800 295,700 319,100 366,100 391,100 414,800 444,400 

24 270,600 282,900 296,300 319,700 367,900 392,700 416,500 446,000 

25 271,700 284,000 297,000 320,300 369,800 394,200 417,900 447,300 

26 272,900 285,100 297,300 321,800 371,800 395,600 419,500 448,800 

27 274,100 285,800 297,900 323,100 373,500 396,800 421,500 450,300 

28 275,200 286,800 298,200 324,300 375,500 398,100 423,400 451,900 

29 276,300 287,600 298,800 325,400 377,200 399,800 424,900 452,900 
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30 277,400 288,700 299,200 327,000 378,600 401,500 426,700 454,500 

31 278,500 289,800 299,600 328,300 380,000 403,100 428,400 456,200 

32 279,600 290,800 300,100 329,700 381,500 404,700 430,200 457,900 

33 280,700 291,700 300,700 330,900 382,700 406,100 432,000 459,100 

34 281,600 292,300 301,100 332,400 384,200 408,000 433,600 460,700 

35 282,500 292,800 301,500 333,800 385,300 410,100 435,200 462,500 

36 283,400 293,400 302,000 335,000 386,800 411,900 436,800 464,000 

37 284,400 294,000 302,600 336,600 388,400 413,500 438,200 465,500 

38 285,300 294,400 303,300 338,000 390,100 415,000 439,600 466,300 

39 286,400 294,900 303,700 339,300 391,700 416,300 441,000 467,000 

40 287,500 295,200 304,100 340,600 393,500 417,800 442,500 467,700 

41 288,400 295,700 304,800 342,000 395,100 419,000 443,700 468,200 

42 288,900 296,200 305,500 342,900 397,000 420,000 445,000 468,800 

43 289,400 296,700 305,900 344,100 399,000 421,200 446,300 469,500 

44 289,900 297,300 306,300 345,400 400,900 422,400 447,500 470,100 

45 290,200 297,800 306,700 346,900 402,500 423,500 448,500 470,900 

46 290,400 298,200 307,800 348,900 404,200 424,600 449,200 471,600 

47 290,600 298,700 308,900 350,500 405,700 425,700 450,000 472,100 

48 290,800 299,100 309,900 352,200 407,400 427,000 450,700 472,700 

49 291,100 299,800 311,000 353,600 409,100 428,100 451,100 473,300 

50 291,500 300,500 312,500 354,900 410,200 428,800 451,700 473,900 

51 292,000 300,800 313,600 356,300 411,300 429,600 452,300 474,300 

52 292,500 301,300 314,400 357,800 412,400 430,300 453,000 474,900 

53 293,000 301,800 315,500 359,100 413,500 430,800 453,400 475,300 

54 293,400 302,400 316,900 360,400 414,600 431,500 454,000 475,800 
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55 293,800 302,900 318,100 361,400 415,700 432,100 454,700 476,300 

56 294,400 303,400 319,300 362,700 416,900 432,700 455,300 476,800 

57 295,100 303,900 320,600 363,600 418,100 433,200 456,000 477,000 

58 295,400 304,800 321,900 364,600 418,800 433,700 456,700 477,300 

59 295,700 305,800 323,000 365,500 419,600 434,300 457,300 477,700 

60 296,000 306,800 324,300 366,700 420,400 434,900 457,900 478,100 

61 296,400 307,800 325,600 367,700 420,900 435,300 458,300 478,400 

62 296,800 308,800 327,100 369,100 421,600 435,800 458,800  

63 297,200 309,900 328,500 370,500 422,200 436,400 459,200  

64 297,500 310,900 329,900 371,800 422,900 436,800 459,600  

65 297,900 312,000 331,200 372,900 423,200 437,200 460,200  

66 298,400 313,000 332,500 374,500 423,800 437,800 460,500  

67 299,100 314,000 334,000 375,800 424,500 438,300 460,900  

68 299,600 314,800 335,700 377,300 425,100 438,800 461,300  

69 300,200 316,200 336,800 378,500 425,500 439,200 461,700  

70 301,200 317,100 337,800 379,900 426,000 439,600 462,000  

71 302,100 318,100 338,600 381,100 426,600 439,900 462,300  

72 303,000 319,000 339,500 382,600 427,000 440,300 462,700  

 

73 303,900 320,000 340,100 383,900 427,300 440,700 463,100  

74 304,600 321,400 341,200 385,300 427,800 441,100 463,500  

75 305,400 322,400 342,300 386,600 428,400 441,600 463,900  

76 306,300 323,500 343,500 388,000 428,800 442,000 464,200  

77 307,100 324,400 344,600 389,200 429,000 442,200 464,600  

78 307,700 325,700 345,900 390,400 429,600 442,500   

79 308,300 326,900 347,200 391,600 430,000 442,800   
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80 308,800 328,300 348,500 392,700 430,400 443,100   

81 309,600 329,200 349,900 393,900 430,800 443,400   

82 310,700 330,100 351,400 395,100 431,400 443,700   

83 311,600 330,900 353,000 396,300 431,800 444,000   

84 312,500 331,800 354,600 397,500 432,300 444,300   

85 313,500 332,500 356,100 398,500 432,600 444,600   

86 314,600 333,300 357,600 399,100 432,900    

87 315,400 334,100 359,000 399,700 433,300    

88 316,400 335,200 360,500 400,300 433,800    

89 317,200 336,100 361,800 400,900 434,100    

90 317,900 337,100 363,300 401,500 434,400    

91 318,500 338,300 364,600 402,100 434,800    

92 319,300 339,500 366,100 402,700 435,200    

93 319,600 340,400 367,500 403,000 435,500    

94 320,300 341,700 368,900 403,500     

95 321,000 343,100 370,400 404,000     

96 321,800 344,400 371,800 404,500     

97 322,400 345,400 373,300 404,800     

98 323,200 346,800 374,400 405,300     

99 324,100 348,000 375,500 405,900     

100 324,900 349,300 376,700 406,300     

101 325,700 350,600 377,800 406,500     

102 326,600 351,900 378,800 407,100     

103 327,700 353,100 380,000 407,600     

104 328,700 354,300 381,200 408,100     
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105 329,600 355,400 382,200 408,400     

106 330,100 356,500 382,800 408,900     

107 330,600 357,600 383,300 409,200     

108 331,300 358,500 383,900 409,600     

109 331,700 359,700 384,500 409,900     

110 332,300 360,700 385,000 410,200     

111 332,900 361,700 385,600 410,600     

112 333,600 362,800 386,100 410,900     

113 334,200 363,500 386,500 411,100     

114 334,900 364,500 387,100 411,400     

115 335,700 365,500 387,600 411,800     

116 336,400 366,500 388,100 412,200     

117 336,900 367,300 388,400 412,500     

118 337,700 367,900 389,000 412,800     

119 338,400 368,400 389,500 413,100     

120 339,200 369,000 390,000 413,400     

121 339,700 369,400 390,400 413,700     

122 340,300 369,800 390,900 414,000     

123 340,700 370,300 391,400 414,300     

124 341,200 370,700 391,900 414,800     

125 341,500 371,100 392,200 415,200     

126  371,600 392,700      

127  372,200 393,200      

128  372,500 393,700      

129  372,700 394,000      

-54-



 

 

130  373,200 394,400      

131  373,600 394,900      

132  374,100 395,400      

133  374,400 395,700      

134  374,900 396,100      

135  375,300 396,500      

136  375,700 396,900      

137  375,900 397,200      

138  376,200 397,700      

139  376,600 398,200      

140  377,000 398,700      

141  377,300 399,000      

142  377,700       

143  378,200       

144  378,700       

145  379,000       

定

年

前

 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

円 円 円 円 円 円 円 円 
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再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

253,900 266,000 270,800 306,900 325,000 339,700 364,000 399,600 

備考 この表は、消防吏員（消防長及び消防企画監を除く。）に適用する。 

 別表第６（第４条関係） 

福祉職俸給表 

職

員

の

区

分

 

職

務 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

の

級 

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 

定

年

前

再

任

用

 円 円 円 円 円 円 

1 212,500 263,200 294,100 312,600 346,700 389,800 

2 214,200 264,600 295,100 313,500 348,600 392,000 

3 215,700 265,700 296,100 314,600 350,400 393,900 

4 217,300 267,000 297,000 315,600 352,300 395,900 

5 218,300 268,100 297,800 316,600 354,400 397,700 
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短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員

6 220,100 269,200 298,900 318,400 356,300 399,400 

7 221,800 270,300 299,800 319,900 358,200 401,300 

8 223,400 271,400 300,700 321,400 360,200 403,100 

9 224,800 272,600 301,500 323,000 362,200 404,900 

10 226,300 273,400 302,100 324,700 364,300 407,200 

11 227,900 274,300 302,700 326,200 366,200 409,500 

12 229,400 275,200 303,400 327,900 368,400 411,600 

13 230,900 275,700 304,100 329,200 369,900 413,700 

14 232,200 276,400 304,900 331,100 371,500 416,100 

15 233,400 277,400 305,900 332,800 372,900 418,100 

16 234,600 278,200 306,900 334,500 374,400 420,500 

17 235,700 279,200 308,000 336,100 376,100 422,300 

18 236,800 279,800 309,500 337,900 377,500 424,400 

19 237,800 280,600 310,700 339,300 378,700 426,200 

20 238,900 281,100 311,800 340,700 380,000 428,300 

21 239,700 281,700 312,900 342,100 381,500 429,900 

22 241,000 282,300 314,400 344,100 383,000 431,700 

23 242,400 282,900 315,600 345,900 384,500 433,700 

24 243,700 283,400 316,900 347,700 386,000 435,600 

25 245,000 284,400 318,200 349,500 387,600 437,400 

26 246,200 285,600 319,500 351,400 389,600 439,000 

27 247,400 286,700 320,700 353,100 391,400 440,500 

28 248,600 287,900 322,100 354,700 393,400 442,100 

29 249,800 289,100 323,100 356,400 395,000 443,700 

30 250,600 290,000 324,100 358,000 396,800 444,900 
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31 251,400 290,800 325,100 359,700 398,500 446,200 

32 252,100 291,600 326,200 361,400 400,300 447,500 

33 252,900 292,500 327,500 362,700 401,800 448,600 

34 253,500 293,300 328,800 364,300 403,400 449,700 

35 254,200 293,900 330,100 365,800 404,900 451,100 

36 254,800 294,700 331,300 367,200 406,600 452,300 

37 255,500 295,300 332,600 368,600 408,200 453,600 

38 256,100 296,200 333,800 370,100 409,400 454,400 

39 256,700 297,000 334,800 371,600 410,500 455,200 

40 257,300 297,900 336,000 373,200 411,700 456,100 

41 258,000 299,000 337,200 374,700 412,700 456,600 

42 258,400 300,100 338,500 376,300 413,900 457,400 

43 258,800 301,200 339,500 377,700 414,900 458,100 

44 259,200 302,300 340,500 379,000 416,000 458,800 

45 259,500 303,400 341,700 380,600 416,700 459,400 

46 259,700 304,600 342,600 381,800 417,200 460,200 

47 259,900 305,600 343,400 383,200 417,800 460,800 

48 260,200 306,900 344,300 384,400 418,400 461,500 

49 260,500 308,000 344,900 385,400 419,100 462,100 

50 260,900 309,000 345,600 386,500 419,700 462,800 

51 261,300 310,000 346,300 387,500 420,300 463,200 

52 261,700 311,100 346,900 388,400 420,900 463,800 

53 262,100 312,200 347,500 389,100 421,500 464,200 

54 262,500 312,900 348,000 390,000 422,200 464,700 

55 262,900 313,800 348,600 390,800 422,900 465,100 
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56 263,300 314,800 349,200 391,700 423,500 465,700 

57 263,700 315,800 349,700 392,500 424,000 466,100 

58 264,000 317,000 350,300 393,300 424,700 466,400 

59 264,300 318,300 350,900 394,000 425,300 466,900 

60 264,600 319,300 351,300 394,800 425,900 467,400 

61 264,900 320,300 351,600 395,600 426,300 467,900 

62 265,100 321,400 352,200 396,300 426,800  

63 265,400 322,300 352,800 397,000 427,400  

64 265,700 323,400 353,400 397,600 428,000  

65 266,000 324,500 353,600 398,100 428,300  

66 266,600 325,300 353,900 398,600 428,700  

67 267,100 326,100 354,400 399,300 429,100  

68 267,700 326,700 354,800 400,000 429,500  

69 268,300 327,400 355,100 400,400 429,900  

70 268,900 328,400 355,600 401,000 430,200  

71 269,400 329,300 356,100 401,600 430,500  

72 269,900 330,300 356,600 402,200 431,000  

73 270,500 331,100 356,900 402,600 431,400  

74 271,100 331,500 357,400 403,200 431,800  

75 271,600 331,900 357,800 403,800 432,300  

76 272,100 332,300 358,100 404,400 432,700  

 

77 272,600 332,800 358,300 404,900 433,000  

78 273,400 333,200 358,700 405,500   

79 273,900 333,800 359,200 406,000   

80 274,400 334,200 359,700 406,700   
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81 275,000 334,500 360,000 407,000   

82 275,500 334,900 360,400 407,500   

83 276,000 335,300 360,800 408,100   

84 276,600 335,600 361,300 408,500   

85 277,200 335,900 361,600 408,800   

86 277,600 336,300 362,000 409,200   

87 277,900 336,700 362,300 409,600   

 

88 278,300 337,100 362,700 410,000   

89 278,700 337,500 363,000 410,200   

90 279,100 337,900 363,300 410,500   

91 279,400 338,300 363,700 410,800   

92 279,700 338,600 364,000 411,100   

93 280,000 338,900 364,300 411,400   

94 280,500 339,300     

95 280,900 339,700     

96 281,300 340,100     

97 281,500 340,400     

98 281,800 340,800     

 

99 282,100 341,100     

100 282,400 341,400     

101 282,700 341,700     

102 283,100 342,000     

103 283,600 342,300     

104 284,000 342,700     

105 284,300 342,900     
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106 284,600 343,200     

107 284,800 343,500     

108 285,100 343,800     

109 285,300 344,200     

 

110 285,600 344,600     

111 285,900 344,900     

112 286,200 345,200     

113 286,500 345,500     

114 286,800 345,900     

115 287,200 346,200     

116 287,600 346,500     

117 287,900 346,700     

118 288,200 347,000     

119 288,500 347,300     

120 288,800 347,600     

 

121 289,000 347,900     

122 289,300      

123 289,600      

124 289,900      

125 290,200      

126 290,500      

127 290,800      

128 291,100      

129 291,400      

130 291,700      
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131 292,100      

 

132 292,500      

133 292,800      

134 293,100      

135 293,400      

136 293,700      

137 294,000      

138 294,300      

139 294,600      

140 294,900      

141 295,100      

142 295,400      

 143 295,700      

 144 296,000      

 145 296,300      

 146 296,600      

 147 296,900      

 148 297,200      

 149 297,400      

 150 297,700      

 151 298,000      

 152 298,300      

 153 298,600      
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定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

基 準

俸給月額 

 

円 円 円 円 円 円 

213,200 257,100 272,200 307,200 334,900 377,800 

  備考 この表は、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設等に勤務し、入所者

の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用

する。 

第２条 新潟市給与条例の一部を次のように改正する。 

第１４条の２第２項第２号を次のように改める。 

（２） 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、６６，４００円を超えない

範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額 

第２２条第２項各号列記以外の部分中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２

６．２５」に、「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に改める。 

第２３条第３項第１号及び第２号中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．

２５」に、「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改める。 

（新潟市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 
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第３条 新潟市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年新潟市条例第１６

４号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項の表中「３９０，０００」を「４０２，０００」に、「４３９，００

０」を「４５３，０００」に、「４９０，０００」を「５０５，０００」に、「５５３，

０００」を「５７０，０００」に、「６３２，０００」を「６５１，０００」に、「７

３７，０００」を「７６０，０００」に、「８６２，０００」を「８８８，０００」に

改める。 

 第９条第２項中「「前条第１項の規定により人事委員会規則で指定する職にある職

員」」を「「管理監督職員」」に、「前条第１項の規定により人事委員会規則で指定す

る職にある職員及び新潟市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年新潟

市条例第１６４号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」を「管理

監督職員（新潟市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年新潟市条例第

１６４号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。次項におい

て同じ。）」に、「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の

９５」を「１００分の９７．５」に、「１００分の１０５」を「１００分の１０７．

５」に、「１００分の８７．５」を「１００分の９０」に改める。 

第４条 新潟市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第９条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に、「１０

０分の９７．５」を「１００分の９６．２５」に、「１００分の１０７．５」を「１０

０分の１０６．２５」に、「１００分の９０」を「１００分の８８．７５」に改める。 

 （新潟市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正） 

第５条 新潟市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成１６年新潟市条例第１

６５号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項の表中「４１３，０００」を「４２６，０００」に、「４７４，００

０」を「４８９，０００」に、「５３６，０００」を「５５３，０００」に、「６１９，
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０００」を「６３８，０００」に、「７１９，０００」を「７４１，０００」に、「８

２１，０００」を「８４６，０００」に改め、同条第２項の表中「３４５，０００」を

「３５６，０００」に、「３８１，０００」を「３９３，０００」に、「４０９，００

０」を「４２２，０００」に改める。 

 第６条第３項中「第２項並びに」を削り、「「前条第１項の規定により人事委員会規

則で指定する職にある職員」」を「「管理監督職員」」に、「前条第１項の規定により

人事委員会規則で指定する職にある職員及び新潟市一般職の任期付研究員の採用等に関

する条例（平成１６年新潟市条例第１６５号）第３条第１号の規定により任期を定めて

採用された職員」を「管理監督職員（新潟市一般職の任期付研究員の採用等に関する条

例（平成１６年新潟市条例第１６５号）第３条第１号の規定により任期を定めて採用さ

れた職員を含む。次項において同じ。）」に、「１００分の１２５」を「１００分の１

２７．５」に、「１００分の１７２．５」を「１００分の１７７．５」に改める。 

第６条 新潟市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第６条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に、「１０

０分の１７７．５」を「１００分の１７５」に改める。 

 （新潟市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第７条 新潟市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年新潟市条例第３２号）

の一部を次のように改正する。 

 第１６条第２項各号列記以外の部分中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．

５」に改める。 

 第１７条の２第３項中「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改める。 

附則第４条に次の１項を加える。 

４ 新潟市給与条例等の一部を改正する条例（令和７年新潟市条例第  号。以下この

項において「令和７年一部改正給与条例」という。）第１条の規定による改正後の給

与条例別表第１から別表第６までの規定は、令和７年一部改正給与条例附則第２項の

-65-



 

 

規定にかかわらず、令和８年１月１日以後に勤務するパートタイム会計年度任用職員

（基本報酬を日額又は１時間当たりの額で支給される者に限る。）に支給する当該勤

務に対する基本報酬について適用する。 

  附則第５条に次の１項を加える。 

４ 新潟市教育職員給与条例等の一部を改正する条例（令和７年新潟市条例第  号。

以下この項において「令和７年一部改正教育職員給与条例」という。）第１条の規定

による改正後の教育職員給与条例別表第１の規定は、令和７年一部改正教育職員給与

条例附則第２項の規定にかかわらず、令和８年１月１日以後に勤務する非常勤講師に

支給する当該勤務に対する基本報酬について適用する。 

第８条 新潟市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１６条第２項各号列記以外の部分中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２

６．２５」に改める。 

第１７条の２第３項中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に改

める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条、第６条及び第８条の

規定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 

（１） 第１条の規定による改正後の新潟市給与条例（以下「改正後の給与条例」とい

う。）第１２条第１項第１号、第１８条第２項及び別表第１から別表第６までの規定、

第３条の規定による改正後の新潟市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下

「改正後の任期付職員条例」という。）第７条第１項の表の規定、第５条の規定によ

る改正後の新潟市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（以下「改正後の任期

付研究員条例」という。）第５条第１項の表及び同条第２項の表の規定並びに附則第
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５項の規定 令和７年４月１日 

（２） 改正後の給与条例第２２条第２項並びに第２３条第３項第１号及び第２号の規

定、改正後の任期付職員条例第９条第２項の規定（給与条例第２２条第２項中「１０

０分の１２７．５」とあるのは「１００分の９７．５」と、給与条例第２３条第３項

第１号中「１００分の１０７．５」とあるのは「１００分の９０」とする部分に限

る。）、改正後の任期付研究員条例第６条第３項の規定（給与条例第２２条第２項中

「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７７．５」とする部分に限

る。）並びに第７条の規定による改正後の新潟市会計年度任用職員の給与等に関する

条例（以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。）第１６条第２項及び第

１７条の２第３項の規定 令和７年１２月１日 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後

の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改

正前の新潟市給与条例、第３条の規定による改正前の新潟市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例、第５条の規定による改正前の新潟市一般職の任期付研究員の採用等に

関する条例又は第７条の規定による改正前の新潟市会計年度任用職員の給与等に関する

条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員

条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による

給与の内払とみなす。 

 （人事委員会規則への委任） 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定

める。 

 （新潟市給与条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

５ 新潟市給与条例等の一部を改正する条例（令和７年新潟市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 
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附則第２項を附則第３項とし、附則第１項の次に次の１項を加える。 

  （通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の新潟市給与条例第１４条の２第４項及び第１４条の５

第３項の規定は、この条例の施行の日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった

者にも適用する。 

 

-68-



 

議案第１０４号  

   新潟市教育職員給与条例等の一部改正について 

新潟市教育職員給与条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出  

                            新潟市長 中原 八一  

   新潟市教育職員給与条例等の一部を改正する条例 

 （新潟市教育職員給与条例の一部改正）  

第１条 新潟市教育職員給与条例（昭和３４年新潟市条例第１７号）の一部を次のように

改正する。  

  第２３条第２項中「８，０００円」を「８，１００円」に、「応じて」を「応じ、人

事委員会規則で定める校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して」に改める。 

  別表第１を次のように改める。  

別表第１（第４条関係） 

教育職俸給表（１）  

職員の区分 

 職 

１級 ２級 特２級 ３級 ４級 

 務 

 の 

 級 

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 

定年前再任  円 円 円 円 円 

用短時間勤 1 212,900 259,800 311,000 367,800 436,500 

務職員以外 2 215,300 261,200 312,800 369,000 438,300 

の職員 3 217,600 262,600 314,600 370,300 440,100 

 4 219,900 264,000 316,400 371,700 441,700 
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5 222,100 265,400 318,200 373,100 443,200 

 6 224,400 266,600 320,000 374,400 444,700 

 7 226,600 267,800 321,800 375,700 446,500 

 8 228,800 269,000 323,500 377,000 448,400 

 9 231,000 270,300 325,200 378,200 450,100 

 10 233,200 271,400 327,000 379,700 451,900 

 11 235,400 272,500 328,800 381,200 453,800 

 12 237,600 273,700 330,600 382,500 455,600 

 13 239,800 275,000 332,500 383,700 457,300 

 14 241,900 276,700 334,300 385,200 459,300 

 15 244,000 278,400 336,100 386,700 461,100 

 16 246,100 280,100 337,800 388,000 463,000 

 17 248,200 281,800 339,400 389,400 464,700 

 18 250,000 283,800 341,300 390,900 466,500 

 19 251,700 286,000 343,200 392,300 468,300 

 20 253,400 288,200 345,000 393,700 470,100 

 21 255,100 290,400 346,800 395,100 471,800 

 22 256,400 292,600 348,800 396,500 473,500 

 23 257,700 294,800 350,600 398,000 475,400 

 24 258,900 296,900 352,300 399,400 477,200 

 25 260,100 298,900 354,000 400,700 478,900 

 26 261,300 300,800 355,700 402,100 480,500 

 27 262,500 302,700 357,200 403,600 482,100 

 28 263,700 304,500 358,800 405,100 483,600 

 29 264,800 306,300 360,400 406,400 485,100 
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 30 265,800 308,200 361,700 407,900 486,400 

 31 266,900 310,000 362,900 409,400 487,800 

 32 267,900 311,700 364,000 410,900 489,100 

 33 269,000 313,400 365,300 412,300 490,300 

 34 270,100 315,200 366,900 413,900 490,900 

 35 271,300 316,900 368,500 415,500 491,500 

 36 272,600 318,500 370,000 417,000 492,200 

 37 273,800 320,100 371,400 418,200 492,800 

 38 274,900 321,800 373,000 419,600 
 

 39 276,100 323,600 374,500 421,000 
 

 40 277,200 325,300 376,000 422,300 
 

 41 278,500 326,600 377,500 423,900 
 

 42 279,500 328,500 379,100 425,300 
 

 43 280,500 330,300 380,700 426,600 
 

 44 281,400 332,000 382,200 428,000 
 

 45 282,000 333,600 383,700 429,400 
 

 46 282,800 335,500 385,300 430,700 
 

 47 283,600 337,200 386,800 432,200 
 

 48 284,400 338,900 388,300 433,700 
 

 49 285,100 340,600 389,800 435,300 
 

 50 285,900 342,300 391,300 436,700 
 

 51 286,600 344,000 392,800 438,300 
 

 52 287,400 345,700 394,200 439,800 
 

 53 288,200 347,400 395,500 441,500 
 

 54 289,000 348,700 397,000 443,000 
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 55 289,700 350,000 398,400 444,600 
 

 56 290,500 351,300 399,800 446,200 
 

 57 291,200 352,800 401,300 447,700 
 

 58 291,800 354,400 402,900 449,200 
 

 59 292,600 355,900 404,500 450,400 
 

 60 293,400 357,500 405,900 451,600 
 

 61 294,100 358,900 407,100 452,800 
 

 62 294,700 360,500 408,500 454,100 
 

 63 295,500 362,100 409,900 455,300 
 

 64 296,100 363,500 411,200 456,500 
 

 65 297,100 365,000 412,400 457,600 
 

 66 297,900 366,600 413,600 458,800 
 

 67 298,600 368,200 414,900 460,000 
 

 68 299,300 369,700 416,200 461,200 
 

 69 299,900 371,200 417,500 462,400 
 

 70 300,600 372,800 418,800 463,600 
 

 71 301,300 374,300 420,200 464,800 
 

 72 302,000 375,800 421,400 466,000 
 

 73 302,700 377,300 422,600 467,100 
 

 74 303,400 378,900 424,000 467,700 
 

 75 304,100 380,500 425,400 468,200 
 

 76 304,600 382,000 426,700 468,700 
 

 77 305,200 383,400 427,900 469,200 
 

 78 305,800 384,800 429,100 
  

 79 306,500 386,200 430,400 
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 80 307,100 387,500 431,800 
  

 81 307,600 388,800 433,100 
  

 82 308,200 390,200 434,300 
  

 83 308,900 391,500 435,300 
  

 84 309,600 392,800 436,500 
  

 85 310,200 393,900 437,700 
  

 86 311,000 395,300 438,800 
  

 87 311,700 396,600 440,000 
  

 88 312,300 397,900 441,000 
  

 89 313,000 399,100 442,100 
  

 90 313,800 400,400 443,100 
  

 91 314,600 401,500 444,100 
  

 92 315,400 402,700 445,100 
  

 93 315,900 403,900 446,000 
  

 94 316,700 405,000 446,800 
  

 95 317,500 406,200 447,600 
  

 96 318,300 407,400 448,400 
  

 97 318,900 408,800 449,100 
  

 98 319,600 409,800 449,500 
  

 99 320,400 410,800 449,900 
  

 100 321,100 411,800 450,300 
  

 101 321,900 412,700 450,700 
  

 102 322,700 413,700 451,000 
  

 103 323,600 414,800 451,300 
  

 104 324,400 415,900 451,500 
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 105 325,000 416,600 451,800 
  

 106 325,800 417,500 452,100 
  

 107 326,600 418,400 452,400 
  

 108 327,400 419,300 452,600 
  

 109 328,100 420,100 452,800 
  

 110 328,500 420,900  
  

 111 328,800 421,700  
  

 112 329,300 422,500  
  

 113 329,800 423,100  
  

 114 330,200 423,800  
  

 115 330,600 424,500  
  

 116 331,000 425,200  
  

 117 331,500 425,800  
  

 118 332,000 426,300  
  

 119 332,400 426,600  
  

 120 332,900 426,900  
  

 121 333,400 427,200  
  

 122 333,800 427,500  
  

 123 334,200 427,800  
  

 124 334,700 428,000  
  

 125 335,200 428,200  
  

 126 335,500 428,500  
  

 127 335,800 428,800  
  

 128 336,100 429,000  
  

 129 336,300 429,200  
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 130 336,600 429,500  
  

 131 336,900 429,800  
  

 132 337,100 430,000  
  

 133 337,300 430,200  
  

 134 337,500 430,500  
  

 135 337,700 430,800  
  

 136 338,000 431,000  
  

 137 338,300 431,200  
  

 138 338,500 431,500  
  

 139 338,800 431,800  
  

 140 339,100 432,000  
  

 141 339,300 432,200  
  

 142 339,500 432,500  
  

 143 339,800 432,800  
  

 144 340,000 433,000  
  

 145 340,300 433,200  
  

 146 340,500 433,400  
  

 147 340,800 433,600  
  

 148 341,100 433,800  
  

 149 341,300 434,000  
  

 150 341,500 
 

 
  

 151 341,800 
 

 
  

 152 342,100 
 

 
  

 

153 342,300 
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定年前再任   
基  準  
俸給月額  

基  準  
俸給月額  

基  準  
俸給月額  

基  準  
俸給月額  

基  準  
俸給月額  

用短時間勤   円 円 円 円 円 

務職員  247,200 288,900 319,100 348,200 436,000 

備考  

１ この表は、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する校長、教頭、

主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師及

び実習助手に適用する。 

２ この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員の俸給月額

は、この表の額に７，７００円（人事委員会規則で定める場合にあつては、別に

定める額）をそれぞれ加算した額とする。  

教育職俸給表（２）  

職員の区分 

 職 

１級 ２級 特２級 ３級 ４級 

 務 

 の 

 級 

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 

定年前再任  円 円 円 円 円 

用短時間勤 1 212,900 234,000 311,000 337,100 425,900 

務職員以外 2 215,300 236,400 312,800 339,200 427,400 

の職員 3 217,600 238,800 314,600 341,300 428,800 
 

4 219,900 241,300 316,400 343,500 430,200 
 

5 222,100 243,700 318,200 345,500 431,500 
 

6 224,400 246,100 320,000 347,600 432,900 
 

7 226,600 248,500 321,800 349,700 434,400 
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8 228,800 251,000 323,500 351,800 435,800 
 

9 231,000 253,400 325,200 353,800 437,200 
 

10 233,200 255,000 327,000 355,900 438,600 
 

11 235,400 256,600 328,800 358,000 440,000 
 

12 237,600 258,200 330,600 360,000 441,300 
 

13 239,800 259,800 332,500 361,900 442,600 
 

14 241,900 261,200 334,300 363,400 444,000 
 

15 244,000 262,600 336,100 364,900 445,400 
 

16 246,100 264,000 337,800 366,300 446,900 
 

17 248,200 265,400 339,400 367,700 448,100 
 

18 250,000 266,600 341,300 369,000 449,400 
 

19 251,700 267,800 343,200 370,300 450,600 
 

20 253,400 269,000 345,000 371,700 451,900 
 

21 255,100 270,300 346,800 373,100 453,000 
 

22 256,400 271,400 348,800 374,400 454,100 
 

23 257,700 272,500 350,600 375,700 455,300 
 

24 258,900 273,700 352,300 376,900 456,500 
 

25 260,100 275,000 354,000 378,100 457,800 
 

26 261,200 276,700 355,700 379,400 459,000 
 

27 262,300 278,400 357,200 380,600 460,100 
 

28 263,400 280,100 358,800 381,800 461,200 
 

29 264,600 281,800 360,400 382,800 462,400 
 

30 265,700 283,800 361,700 384,000 463,200 
 

31 266,800 286,000 362,900 385,200 464,000 
 

32 267,800 288,200 364,000 386,300 464,900 
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33 268,900 290,400 365,300 387,300 465,800 

 34 269,900 292,600 366,700 388,500 466,200 

 35 270,900 294,800 368,100 389,700 466,700 

 36 272,000 296,900 369,400 390,800 467,200 

 37 273,200 298,900 370,600 391,800 467,700 

 38 274,100 300,800 372,000 393,000 
 

 39 275,100 302,700 373,300 394,100 
 

 40 276,200 304,500 374,600 395,200 
 

 41 277,400 306,300 375,800 396,300 
 

 42 278,500 308,200 377,200 397,500 
 

 43 279,600 310,000 378,500 398,700 
 

 44 280,700 311,700 379,800 399,800 
 

 45 281,600 313,400 381,100 400,800 
 

 46 282,400 315,200 382,300 401,900 
 

 47 283,200 316,900 383,400 403,100 
 

 48 284,000 318,500 384,600 404,300 
 

 49 284,600 320,100 385,800 405,500 
 

 50 285,400 321,800 387,000 406,800 
 

 51 286,100 323,600 388,200 407,900 
 

 52 286,800 325,300 389,300 409,100 
 

 53 287,600 326,600 390,400 410,200 
 

 54 288,400 328,500 391,600 411,500 
 

 55 289,000 330,300 392,800 412,500 
 

 56 289,700 332,000 393,900 413,600 
 

 57 290,400 333,600 395,000 414,800 
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 58 291,200 335,500 396,300 416,000 
 

 59 292,000 337,200 397,500 417,200 
 

 60 292,600 338,900 398,600 418,400 
 

 61 293,200 340,600 399,500 419,500 
 

 62 293,900 342,300 400,700 420,500 
 

 63 294,600 344,000 401,700 421,800 
 

 64 295,100 345,700 402,800 423,000 
 

 65 295,800 347,400 403,600 424,200 
 

 66 296,500 348,700 404,700 425,300 
 

 67 297,100 350,000 405,700 426,400 
 

 68 297,700 351,300 406,700 427,500 
 

 69 298,400 352,800 407,800 428,500 
 

 70 299,100 354,300 408,800 429,700 
 

 71 299,700 355,800 409,900 430,900 
 

 72 300,400 357,300 411,000 432,100 
 

 73 300,900 358,600 412,000 432,700 
 

 74 301,500 360,100 413,100 433,500 
 

 75 302,200 361,600 414,200 434,200 
 

 76 302,700 363,000 415,200 434,700 
 

 77 303,300 364,400 416,100 435,000 
 

 78 303,900 365,900 417,000 435,300 
 

 79 304,500 367,400 418,000 435,700 
 

 80 305,100 368,900 419,000 436,100 
 

 81 305,600 370,200 419,800 436,400 
 

 82 306,100 371,500 420,600 436,800 
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 83 306,700 372,800 421,300 437,100 
 

 84 307,300 374,000 422,100 437,400 
 

 85 307,700 375,200 422,800 437,700 
 

 86 308,100 376,400 423,400 438,000 
 

 87 308,600 377,500 424,100 438,300 
 

 88 309,100 378,600 424,800 438,600 
 

 89 309,500 379,600 425,400 438,800 
 

 90 310,000 380,700 426,100 439,100 
 

 91 310,400 381,800 426,600 439,400 
 

 92 310,900 382,900 427,200 439,600 
 

 93 311,200 384,000 427,600 439,800 
 

 94 311,700 385,100 428,000 
  

 95 312,200 386,100 428,300 
  

 96 312,600 387,200 428,500 
  

 97 312,900 388,200 428,700 
  

 98 313,300 389,200 429,000 
  

 99 313,700 390,100 429,300 
  

 100 314,100 391,000 429,500 
  

 101 314,500 391,800 429,700 
  

 102 314,800 392,800 430,000 
  

 103 315,100 393,600 430,300 
  

 104 315,400 394,500 430,500 
  

 105 315,600 395,300 430,700 
  

 106 315,900 396,200 431,000 
  

 107 316,200 397,100 431,300 
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 108 316,400 398,000 431,500 
  

 109 316,600 398,800 431,700 
  

 110 316,800 399,800  
  

 111 317,100 400,700  
  

 112 317,400 401,600  
  

 113 317,600 402,200  
  

 114 317,800 403,100  
  

 115 318,000 404,000  
  

 116 318,300 404,900  
  

 117 318,600 405,700  
  

 118 318,800 406,400  
  

 119 319,100 407,200  
  

 120 319,400 408,000  
  

 121 319,600 408,600  
  

 122 319,800 409,300  
  

 123 320,000 410,000  
  

 124 320,300 410,600  
  

 125 320,600 411,200  
  

 126 
 

411,900  
  

 127 
 

412,400  
  

 128 
 

413,000  
  

 129 
 

413,600  
  

 130 
 

414,200  
  

 131 
 

414,700  
  

 132 
 

415,200  
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 133 
 

415,500  
  

 134 
 

415,800  
  

 135 
 

416,000  
  

 136 
 

416,300  
  

 137 
 

416,600  
  

 138 
 

416,900  
  

 139 
 

417,200  
  

 140 
 

417,500  
  

 141 
 

417,800  
  

 142 
 

418,100  
  

 143 
 

418,400  
  

 144 
 

418,700  
  

 145 
 

418,900  
  

 146 
 

419,200  
  

 147 
 

419,500  
  

 148 
 

419,700  
  

 149 
 

419,900  
  

 150 
 

420,200  
  

 151 
 

420,500  
  

 152 
 

420,700  
  

 153 
 

420,900  
  

 154 
 

421,200  
  

 155 
 

421,500  
  

 156 
 

421,700  
  

 157 
 

421,900  
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 158 
 

422,100  
  

 159 
 

422,300  
  

 160 
 

422,500  
  

 161 
 

422,700  
  

定年前再任    
基  準  
俸給月額  

基  準  
俸給月額  

基  準  
俸給月額  

基  準  
俸給月額  

基  準  
俸給月額  

用短時間勤    円 円 円 円 円 

務職員   238,400 285,800 314,300 341,600 425,600 

備考  

１ この表は、幼稚園、小学校及び中学校に勤務する校長、園長、教頭、主幹教諭、

指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師に適用する。  

２ この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員の俸給月額

は、この表の額に７，５００円（人事委員会規則で定める場合にあつては、別に

定める額）をそれぞれ加算した額とする。  

第２条 新潟市教育職員給与条例の一部を次のように改正する。  

  別表第１のうち（１）の表備考２を次のように改める。  

２ この表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員の俸給月額は、当該

各号に掲げる額（人事委員会規則で定める場合にあつては、別に定める額）をこ

の表の額にそれぞれ加算した額とする。  

 （１） その職務の級が３級である職員 １１，５００円  

（２） その職務の級が４級である職員 ３，８００円  

  別表第１のうち（２）の表備考２を次のように改める。  

   ２ この表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員の俸給月額は、当該

各号に掲げる額（人事委員会規則で定める場合にあつては、別に定める額）をこ

の表の額にそれぞれ加算した額とする。  

（１） その職務の級が３級である職員 １１，５００円（幼稚園に勤務する職
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員にあつては、７，５００円）  

（２） その職務の級が４級である職員（幼稚園に勤務する職員を除く。） ４，

０００円  

 （新潟市義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改

正）  

第３条 新潟市義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭

和４６年新潟市条例第４２号）の一部を次のように改正する。  

  第３条第１項中「特２級である者」の次に「（指導改善研修被認定者（教育公務員特

例法（昭和２４年法律第１号）第２５条第１項の規定による認定を受けた者であって、

当該認定の日から同条第４項の認定の日までの間にあるものをいう。）を除く。）」を

加え、「１００分の４」を「１００分の１０（幼稚園の教育職員にあっては、１００分

の４）」に改める。  

  附則に次の１項を加える。  

  （教職調整額の段階的引上げ）  

 ４ 次の表の左欄に掲げる期間における第３条第１項の規定の適用については、同項中

「１００分の１０」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

令和８年１月１日から同年１２月３１日まで  １００分の５  

令和９年１月１日から同年１２月３１日まで  １００分の６  

令和１０年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の７  

令和１１年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の８  

令和１２年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の９  

（新潟市教育職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正）  

第４条 新潟市教育職員の特殊勤務手当支給条例（平成１８年新潟市条例第８号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条第１項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。  
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  第３条第２項第１号及び第２号を次のように改める。  

（１） 前項第１号アに掲げる業務のうち、正規の勤務時間（教育職員勤務時間条例

第５条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。）以外の時間において従事す

るもの ５，２５０円（当該業務に従事した時間が別に教育委員会の定める程度に

及ぶ場合にあっては、８，０００円）。ただし、被害が特に甚大な非常災害（教育

委員会の定めるものに限る。以下同じ。）の際に、特に心身に著しい負担を与える

と教育委員会が認める業務に従事したときは、その手当の額は、１０，５００円（

当該業務に従事した時間が別に教育委員会の定める程度に及ぶ場合にあっては、１

６，０００円）  

（２） 前項第１号アに掲げる業務のうち、週休日等において従事するもの ８，０

００円。ただし、被害が特に甚大な非常災害の際に、特に心身に著しい負担を与え

ると教育委員会が認める業務に従事したときは、その手当の額は、１６，０００円  

第３条第２項中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第

２号の次に次の２号を加える。  

（３） 前項第１号イ又はウに掲げる業務のうち、正規の勤務時間以外の時間におい

て従事するもの ５，０００円（当該業務に従事した時間が別に教育委員会の定め

る程度に及ぶ場合にあっては、８，０００円） 

（４） 前項第１号イ又はウに掲げる業務のうち、週休日等において従事するもの  

 ８，０００円  

  第４条を削り、第５条を第４条とし、第６条から第９条までを１条ずつ繰り上げる。  

附 則  

（施行期日等）  

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、第１条中別表第１の改正規定

は、公布の日から施行する。  

２ 第１条の規定による改正後の新潟市教育職員給与条例（以下「改正後の条例」とい
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う。）別表第１の規定は、令和７年４月１日から適用する。  

（給与の内払）  

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の新潟市

教育職員給与条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内

払とみなす。  

 （人事委員会への委任）  

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定

める。  

 （新潟市教育職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置）  

５ 第４条の規定による改正後の新潟市教育職員の特殊勤務手当支給条例第３条の規定は、

令和８年１月１日以後に従事する業務に係る教員特殊業務手当について適用し、同日前

に従事した業務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。  
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議案第１０５号  

   新潟市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 新潟市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するも

のとする。  

  令和７年１２月５日提出  

                            新潟市長 中原 八一  

   新潟市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例   

新潟市特別職の職員の給与に関する条例（昭和３２年新潟市条例第６６号）の一部を次

のように改正する。  

第２条第１号中「１，１７４，０００円」を「１，２００，０００円」に改め、同条第

２号中「９４８，０００円」を「９７０，０００円」に改める。  

附 則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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議案第１０６号            

   新潟市教育長の給与に関する条例の一部改正について 

 新潟市教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。  

  令和７年１２月５日提出  

                            新潟市長 中原 八一  

   新潟市教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例   

新潟市教育長の給与に関する条例（平成２６年新潟市条例第７５号）の一部を次のよう

に改正する。  

 第３条中「８２２，０００円」を「８４０，０００円」に改める。 

   附 則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１０７号            

   新潟市常勤の監査委員の給与に関する条例の一部改正について 

 新潟市常勤の監査委員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。  

  令和７年１２月５日提出  

                            新潟市長 中原 八一  

   新潟市常勤の監査委員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 新潟市常勤の監査委員の給与に関する条例（昭和３５年新潟市条例第２５号）の一部を

次のように改正する。  

 第３条中「７７８，０００円」を「７９５，０００円」に改める。 

   附 則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１０８号  

   新潟市水道事業管理者の給与に関する条例の一部改正について 

 新潟市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。  

  令和７年１２月５日提出  

                            新潟市長 中原 八一  

   新潟市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例 

新潟市水道事業管理者の給与に関する条例（昭和４１年新潟市条例第６４号）の一部を

次のように改正する。  

 第３条中「８０２，０００円」を「８２０，０００円」に改める。 

   附 則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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議案第１０９号  

   新潟市病院事業管理者の給与に関する条例の一部改正について 

 新潟市病院事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。  

  令和７年１２月５日提出  

                            新潟市長 中原 八一  

   新潟市病院事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 新潟市病院事業管理者の給与に関する条例（平成１９年新潟市条例第８１号）の一部を

次のように改正する。  

 第３条中「８０２，０００円」を「８２０，０００円」に改める。 

   附 則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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議案第１１０号  

   新潟市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

 新潟市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように制定するものとする。  

  令和７年１２月５日提出  

                            新潟市長 中原 八一  

   新潟市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

新潟市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年新潟市条例第３

８号）の一部を次のように改正する。  

第２条中「７８６，０００円」を「８０４，０００円」に、「７０７，０００円」を「７

２３，０００円」に、「６５９，０００円」を「６７４，０００円」に改める。  

  附 則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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議案第１１１号  

   新潟市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部改正について 

 新潟市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例を次の

ように制定するものとする。  

  令和７年１２月５日提出  

                            新潟市長 中原 八一   

   新潟市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例 

（新潟市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）  

第１条 新潟市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年新潟市条例

第７７号）の一部を次のように改正する。  

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。  

（新潟市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）  

第２条 新潟市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成２

４年新潟市条例第７９号）の一部を次のように改正する。  

第４３条第１項中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。  

（新潟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部

改正）  

第３条 新潟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例（

平成２６年新潟市条例第５６号）の一部を次のように改正する。  

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認定

こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第２７条の２第

１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法第２８条第

２項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。  

（新潟市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条

例の一部改正）  
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第４条 新潟市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関す

る条例（平成２６年新潟市条例第５８号）の一部を次のように改正する。  

第３条の次に次の１条を加える。  

（虐待等の禁止）  

第３条の２ 職員は、園児に対し、法第２７条の２第１項各号に掲げる行為その他園児

の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。  

第５条第３項の表中「第１８条の１８第１項の登録」を「第１８条の１８第３項に規

定する保育士登録」に改める。  

第１４条第１項中「第１１条から第１３条まで」を「第１１条、第１３条」に改め、

同項の表第１２条の項を削る。  

（新潟市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）  

第５条 新潟市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年新潟市

条例第６２号）の一部を次のように改正する。 

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。  

（新潟市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）  

第６条 新潟市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年

新潟市条例第６３号）の一部を次のように改正する。  

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。  

（新潟市認定こども園の認定要件等に関する条例の一部改正）  

第７条 新潟市認定こども園の認定要件等に関する条例（平成３０年新潟市条例第５号）

の一部を次のように改正する。  

第８条第３号中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼稚園型認

定こども園にあっては、学校教育法第２８条第２項において準用する法第２７条の２第

１項各号）」に改める。 

（新潟市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）  
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第８条 新潟市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和７年新潟市条例第

４号）の一部を次のように改正する。  

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。  

（新潟市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）  

第９条 新潟市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例（令和７年新潟市

条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第１１２号  

新潟市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部改正

について 

新潟市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように制定するものとする。  

令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

新潟市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例 

新潟市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（平成３０年新

潟市条例第２５号）の一部を次のように改正する。  

第１８条第６号ただし書中「第２条第１７項」を「第２条第１８項」に改める。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第１１３号  

   新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正について 

 新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。  

  令和７年１２月５日提出  

                            新潟市長 中原 八一  

   新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例 

 新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成８年新潟市条例第２６号）の一

部を次のように改正する。  

 別表第１上記以外の一般廃棄物の項中「６０円」を「１００円」に改める。  

   附 則  

この条例は、令和８年６月１日から施行する。 
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議案第１１４号  

新潟市新潟駅前広場条例の一部改正について 

新潟市新潟駅前広場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。  

令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

新潟市新潟駅前広場条例の一部を改正する条例 

新潟市新潟駅前広場条例（昭和５７年新潟市条例第５号）の一部を次のように改正する。  

第１条の２を次のように改める。  

（趣旨）  

第１条の２ この条例は、前条に規定する目的を実現するため、広場を利用する者（以下

「利用者」という。）及び広場を通行する者の安全に関し必要な事項を定めるもののほ

か、広場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。  

第２条中「利用者は」を「何人も」に改め、「次の各号に掲げる行為」の次に「（以下

「禁止行為」という。）」を加え、同条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を

同条第５号とし、同条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、

同条に第１号として次の１号を加える。  

（１） 広場の利用の目的又は内容が公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそ

れがある行為をすること。  

第２条に次の３項を加える。  

２ 何人も、禁止行為を行う目的で広場に立ち入つてはならない。  

３ 市長は、禁止行為をした者の退去を命ずることができる。この場合において、第６条

の規定は適用しない。  

４ 市長は、広場の管理に関する事務のうち、前項に規定する退去を命ずる権限を地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１５３条第１項の規定により、当該事務に従事する

市職員に委任する。  
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 第４条第１項中「若しくはタクシーの駐車場」を「、タクシーの駐車場若しくは交番」

に改める。  

 第１１条第１項中「（昭和２２年法律第６７号）」を削る。  

 別表のうち（１）の表タクシーの駐車場の項の次に次のように加える。  

交番  新潟市財産条例別表の３の項の規定の例に

よる。  

３年以内  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

-99-



 

議案第１１５号  

   新潟市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について 

 新潟市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。  

  令和７年１２月５日提出  

                            新潟市長 中原 八一  

新潟市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

 新潟市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成８年新潟市条例第２

１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条に次の３項を加える。 

６１ 新潟都市計画長潟第一地区地区計画区域内においては、建築物は、次の各号の定め

るところにより建築してはならない。 

（１） 新潟都市計画長潟第一地区地区計画の計画図に表示するＡ地区（以下「長潟第

一Ａ地区」という。）内においては、別表第２ア欄第１項に掲げる建築物は、建築し

てはならない。 

（２） 新潟都市計画長潟第一地区地区計画の計画図に表示するＢ地区（以下「長潟第

一Ｂ地区」という。）内においては、別表第２ア欄第２項に掲げる建築物は、建築し

てはならない。 

６２ 新潟都市計画長潟第二地区地区計画区域内においては、建築物は、次の各号の定め

るところにより建築してはならない。 

（１） 新潟都市計画長潟第二地区地区計画の計画図に表示するＡ地区（以下「長潟第

二Ａ地区」という。）内においては、別表第２ア欄第１項に掲げる建築物は、建築し

てはならない。 

（２） 新潟都市計画長潟第二地区地区計画の計画図に表示するＢ地区（以下「長潟第

二Ｂ地区」という。）内においては、別表第２ア欄第２項に掲げる建築物は、建築し
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てはならない。 

６３ 新潟都市計画大学南１丁目地区地区計画区域内においては、新潟都市計画大学南１

丁目地区地区計画の計画図に表示するＡ地区（以下「大学南１丁目Ａ地区」という。）、

Ｂ地区（以下「大学南１丁目Ｂ地区」という。）及びＣ地区（以下「大学南１丁目Ｃ地

区」という。）内においては、別表第２ア欄第１項に掲げる建築物は、建築してはなら

ない。 

別表第１に次のように加える。 

長潟第一地区地区計画 新潟都市計画長潟第一地区地区計画の区域において地

区整備計画が定められている区域 

長潟第二地区地区計画 新潟都市計画長潟第二地区地区計画の区域において地

区整備計画が定められている区域 

大学南１丁目地区地区計画 新潟都市計画大学南１丁目地区地区計画の区域におい

て地区整備計画が定められている区域 

別表第２に次のように加える。 

長 １ 長潟第一Ａ地区内  １  １，０００   ４５   １  

潟

第

一

地

区

地

区

計

画 

に建築してはならな

い建築物 

（１） 法別表第２

（り）項に掲げる

建築物 

（２） 法別表第２

（い）項第１号か

ら第３号まで及び

第５号に掲げるも

０分

の２

０を

超え

ては

なら

ない

。 

平方メートル  メート

ルを超

えては

ならな

い。 

 ０分

の６

を超

えて

はな

らな

い。 
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の 

（３） 法別表第２

（は）項第３号に

掲げるもの 

（４） 法別表第２

（に）項第５号に

掲げるもの 

（５） マージャン

屋、ぱちんこ屋、

射的場、勝馬投票

券発売所、場外車

券売場及び競艇場

外券発売場 

（６） 法別表第２

（を）項第５号に

掲げるもの 

（７） 法別表第２

（わ）項第４号に

掲げるもの 

（８） 店舗、飲食

店、展示場及び遊

技場で、その用途

に供する部分の床

面積の合計が１５

，０００平方メー
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トルを超えるもの 

２ 長潟第一Ｂ地区内

に建築してはならな

い建築物 

（１） 法別表第２

（る）項に掲げる

建築物 

（２） 法別表第２

（い）項第１号か

ら第３号まで及び

第５号に掲げるも

の 

（３） 法別表第２

（は）項第３号に

掲げるもの 

（４） 法別表第２

（に）項第５号に

掲げるもの 

（５） 法別表第２

（ほ）項第２号に

掲げるもの 

（６） 法別表第２

（り）項第２号に

掲げるもの 

（７） 法別表第２
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（を）項第５号に

掲げるもの 

（８） 法別表第２

（わ）項第４号に

掲げるもの 

（９） 店舗、飲食

店、展示場及び遊

技場で、その用途

に供する部分の床

面積の合計が１５

，０００平方メー

トルを超えるもの 

長 １ 長潟第二Ａ地区内  長潟第二Ａ １ 長 長潟  長   

潟

第

二

地

区

地

区

計

画 

に建築してはならな

い建築物 

（１） 法別表第２

（い）項第４号、

第５号、第７号及

び第９号に掲げる

もの（幼保連携型

認定こども園及び

集会所を除く。） 

（２） 法別表第２

（は）項第３号に

 地区内にあっ

ては、１３５

平方メートル

。ただし、次

に掲げるもの

は、この限り

でない。 

（１） 土地

区画整理事

業の換地処

分により生

潟第

二Ａ

地区

内に

あっ

ては

、隣

地境

界線

から

０．

第二Ａ

地区内

にあっ

ては、

１５メ

ートル

を超え

てはな

らない

。 

潟第

二Ａ

地区

内に

あっ

ては

、道

路に

面す

る垣

又は
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掲げるもの 

（３） 法別表第２

（に）項第２号か

ら第５号までに掲

げるもの 

（４） 店舗及び飲

食店でその用途に

供する部分の床面

積の合計が１，５

００平方メートル

を超えるもの 

（５） 事務所でそ

の用途に供する部

分の床面積の合計

が１，５００平方

メートルを超える

もの 

（６） 令第１３０

条の９第１項の表

（１）項から（４

）項までに掲げる

危険物の貯蔵又は

処理の用途に供す

る建築物 

（７） 建築物に附

じる土地で

、同一人が

使用し、又

は収益する

ことができ

る権利を有

している連

続した全て

の土地を１

３５平方メ

ートル以上

ごとに分割

して生じた

残りの土地 

（２） 土地

区画整理事

業の換地処

分により生

じた一筆の

土地 

５メ

ート

ル及

び道

路境

界線

から

０．

７メ

ート

ル。

ただ

し、

独立

した

自動

車車

庫及

び物

置等

は、

この

限り

でな

い。 

柵の

構造

は、

生垣

。た

だし

、高

さ１

．５

メー

トル

以下

のも

の又

はフ

ェン

ス等

で透

視が

可能

な形

状の

もの

は、

この
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属する自動車車庫

でその用途に供す

る部分の床面積の

合計が３，０００

平方メートルを超

えるもの 

２ 長潟第二Ｂ地区内

に建築してはならな

い建築物 

（１） 法別表第２

（い）項第１号、

第２号、第４号、

第５号及び第９号

に掲げるもの（長

屋、幼保連携型認

定こども園及び集

会所を除く。） 

（２） 法別表第２

（は）項第２号及

び第３号に掲げる

もの 

（３） 法別表第２

（に）項第５号に

掲げるもの 

２ 長

潟第

二Ｂ

地区

内に

あっ

ては

、隣

地境

界線

及び

道路

境界

線か

ら１

．０

メー

トル 

限り

でな

い。 
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大  建築してはならない  大学南１丁  隣地 大学 道   

学

南

１

丁

目

地

区

地

区

計

画 

建築物 

法別表第２（い）項

第７号に掲げるもの 

 目Ａ地区内に

あっては、１

３５平方メー

トル。ただし 

、次に掲げる

ものは、この

限りでない。 

（１） 巡査

派出所、公

衆電話所そ

の他これら

に類する公

益上必要な

建築物の敷

地 

（２） 土地

区画整理事

業の換地処

分により生

ずる土地で 

、同一人が

使用し、又

は収益でき

境界線

及び道

路境界

線から

０．５

メート

ル。た 

だし、

独立し

た自動

車車庫

で軒の

高さが

３．０

メート

ル以下

の外壁

を有し

ないも

のは、

この限

りでな

い。 

南１丁

目Ａ地

区内に

あって

は、１

５メー

トルを

超えて

はなら

ない。 

路に

面す

る垣

又は

柵の

構造

は、

生垣

。た

だし

、フ

ェン

ス等

で透

視が

可能

な形

状の

もの

は、

この

限り

でな
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る権利を有

している連

続した全て

の土地を１

３５平方メ

ートル以上

ごとに分割

して生じた

残りの土地 

（３） 土地

区画整理事

業の換地処

分により生

ずる一筆の 

い。 

   土地      

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１１６号 

新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、新潟県市町村

総合事務組合規約を次のとおり変更するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０号許可）の一部を次のように

変更する。 

別表第２の４の項中「村上市、阿賀野市」を「阿賀野市」に改め、「、南魚沼市」を削

る。 

   附 則 

この規約は、令和８年４月 1 日から施行する。 
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議案第１１７号 

   人事委員会委員の選任について 

 次の者を人事委員会委員に選任したいので、議会の同意を得たい。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

  

田巻 帝子 
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議案第１１８号  

   当せん金付証票の発売について 

 令和８年度において、当せん金付証票を総額５，０００，０００千円の範囲内で発売す

るものとする。  

  令和７年１２月５日提出  

新潟市長 中原 八一  
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議案第１１９号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新潟 市北 地区 コ

ミュ ニテ ィセ ン

ター  

新潟市北区名目所

３丁目１１２９番

地 

北地区コミュニテ

ィセンター管理運

営委員会  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 

 

 

 

 

 

 

 

-112-



 

議案第１２０号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新潟 市木 戸コ ミ

ュニ ティ セン タ

ー 

新潟 市東 区中 山

４丁目２番６号 

新潟市木戸地域コミ

ュニティ協議会木戸

コミュニティセンタ

ー運営委員会  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 

新潟 市シ ルバ ー

ピア石山  

新潟 市東 区石 山

団地 １０ 番１ ３

号 

シルバーピア石山管

理運営委員会  

 

新潟 市中 地区 コ

ミュ ニテ ィセ ン

ター  

新潟 市東 区松 和

町１５番８号  

東山の下地区コミュ

ニティ協議会  

 

新潟 市は なみ ず

きコ ミュ ニテ ィ

ハウス  

新潟 市東 区は な

みず き１ 丁目 １

５番１２号  

牡丹山小学校区コミ

ュニティ協議会  

 

新潟 市東 石山 コ

ミュ ニテ ィハ ウ

ス 

新潟 市東 区岡 山

１４９番地６  

東中野山小学校区コ

ミュニティ協議会  
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新潟 市山 の下 ま

ちづ くり セン タ

ー 

新潟 市東 区古 川

町４番１２号  

山の下まちづくりセ

ンター管理運営委員

会 

 

 

新潟 市臨 空船 江

会館  

新潟 市東 区船 江

町２ 丁目 １１ 番

３号  

臨空船江会館管理運

営委員会  
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議案第１２１号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新潟 市北 部総 合

コミ ュニ ティ セ

ンター  

新潟 市中 央区 稲

荷町 ３５ １１ 番

地１ 

北部総合コミュニテ

ィセンター管理運営

委員会  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 

新潟 市東 新潟 コ

ミュ ニテ ィセ ン

ター  

新潟 市中 央区 東

万代町９番１号  

東新潟コミュニティ

センター管理運営委

員会  

 

新潟 市駅 南コ ミ

ュニ ティ セン タ

ー 

新潟 市中 央区 米

山４ 丁目 １２ 番

２０号  

駅南コミュニティセ

ンター管理運営委員

会 

 

新潟 市白 新コ ミ

ュニティハウス  

新潟 市中 央区 白

山浦 ２丁 目１ ８

０番地３  

鏡淵小学校区コミュ

ニティ協議会  

 

新潟 市関 屋コ ミ

ュニティハウス  

新潟 市中 央区 関

屋田 町４ 丁目 ５

６６番地１  

関屋コミュニティハ

ウス管理運営委員会  
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新潟 市寄 居コ ミ

ュニティハウス  

新潟 市中 央区 西

大畑 町６ １７ 番

地 

新潟地区コミュニテ

ィ協議会  

令和８年４月１日か

ら 

令和９年３月３１日

まで  

新潟 市上 山コ ミ

ュニティハウス  

新潟 市中 央区 網

川原 ２丁 目１ 番

１５号  

上山コミュニティハ

ウス管理運営委員会  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで  

新潟 市二 葉コ ミ

ュニティハウス  

新潟 市中 央区 古

町通 １３ 番町 ５

１４８番地２  

二葉コミュニティハ

ウス管理運営委員会  

 

新潟 市白 山コ ミ

ュニティハウス  

新潟 市中 央区 本

町通 １番 町１ ６

８番地２  

白山コミュニティハ

ウス管理運営委員会  

 

新潟 市山 潟コ ミ

ュニティハウス  

新潟 市中 央区 山

二ツ１番５号  

山潟地区コミュニテ

ィ協議会  
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議案第１２２号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名 

指定管理者 

指定の期間 

所在地 名称 

新潟 市小 杉地 区

コミ ュニ ティ セ

ンター 

新潟 市江 南区 小

杉３ 丁目 １１ 番

２６号 

小杉地区コミュニテ

ィセンター管理運営

委員会 

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 新潟 市亀 田地 区

コミ ュニ ティ セ

ンター 

新潟 市江 南区 亀

田新 明町 １丁 目

２番３号 

亀田地区コミュニテ

ィセンター管理運営

委員会 
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議案第１２３号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名 

指定管理者 

指定の期間 

所在地 名称 

新潟 市荻 川コ ミ

ュニ ティ セン タ

ー 

新潟 市秋 葉区 中

野５ 丁目 １番 ５

０号 

荻川コミュニティ振

興協議会 

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 新潟 市小 合地 区

コミ ュニ ティ セ

ンター 

新潟 市秋 葉区 小

戸下 組２ ２番 地

１ 

小合地域コミュニテ

ィ協議会 

新潟 市金 津地 区

コミ ュニ ティ セ

ンター 

新潟 市秋 葉区 古

津５９７番地 

金津コミュニティ振

興協議会 

新潟 市小 須戸 ま

ちづ くり セン タ

ー 

新潟 市秋 葉区 小

須戸 １２ ０番 地

１ 

小須戸コミュニティ

協議会 

 

-118-



 

議案第１２４号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名 

指定管理者 

指定の期間 

所在地 名称 

新潟市 坂井 輪コ

ミュニ ティ セン

ター 

新潟市 西区 小針

西１丁 目１ ２番

１２号 

坂井輪コミュニティ

センター管理運営委

員会 

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 新潟市 西コ ミュ

ニティセンター 

新潟市 西区 内野

上新町 １１ ８１

０番地 

西内野コミュニティ

協議会 

新潟市 青山 コミ

ュニティハウス 

新潟市 西区 青山

６丁目 １６ 番２

０号 

青山小学校区コミュ

ニティ協議会 

新潟市 五十 嵐コ

ミュニ ティ ハウ

ス 

新潟市 西区 上新

栄町４ 丁目 ５番

６８号 

五十嵐小学校区コミ

ュニティ協議会 
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議案第１２５号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名 

指定管理者 

指定の期間 

所在地 名称 

新潟 市黒 埼地 区

野球場、みどりと

森の 運動 公園 野

球場、みどりと森

の運 動公 園屋 内

コート、みどりと

森の 運動 公園 屋

外フ ット サル コ

ート、みどりと森

の運 動公 園多 目

的グラウンド 

新潟 市中 央区 東

堀通 一番 町４ ９

４番地３ 

みどりと森体育施設

運営グループ 

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１２６号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新潟 市西 川地 域

コミ ュニ ティ セ

ンター  

新潟 市西 蒲区 旗

屋７０１番地２  

西川地域コミュニテ

ィ協議会  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 新潟 市中 之口 地

区コ ミュ ニテ ィ

センター  

新潟 市西 蒲区 中

之口６２６番地  

中之口地区コミュニ

ティ協議会  

新潟 市角 田地 区

コミ ュニ ティ セ

ンター  

新潟 市西 蒲区 角

田浜 １８ １５ 番

地１  

角田地区コミュニテ

ィ協議会  
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議案第１２７号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新潟 市潟 東ゆ う

学館・新潟市潟東

地区公民館  

新潟 市西 蒲区 漆

山８７００ 

株式会社関越サービ

ス 

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１２８号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新潟 市歴 史博 物

館、 旧新 潟税 関

庁舎 等、 新潟 市

文化 財旧 小澤 家

住宅  

新潟 市中 央区 学

校町 通１ 番町 １

２番地 

公益財団法人 新潟

市芸術文化振興財団  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１２９号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新潟 市大 江山 農

村環 境改 善セ ン

ター  

 

新潟 市江 南区 細

山４０１番地  

大江山地区コミュニ

ティ協議会  

令和８年４月１日か

ら 

令和１１年３月３１

日まで 

新潟 市木 津地 域

研修センター  

新潟 市江 南区 木

津１ 丁目 ８番 ３

０号  

木津地域研修センタ

ー管理委員会  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１３０号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新潟 市新 保地 域

研修センター  

新潟 市秋 葉区 新

保１７４７番地 

新保地域研修センタ

ー管理委員会  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 

新潟 市鎌 倉地 域

研修センター  

新潟 市秋 葉区 鎌

倉２７３番地１ 

鎌倉地域研修センタ

ー管理委員会  
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議案第１３１号  

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新潟 市巻 ほた る

の里公園、新潟市

ほた るの 里交 流

館 

新潟市 西蒲 区福

井４０６７番地 

株式会社福井開発  令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１３２号  

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新潟 市芸 術創 造

村・国際青少年セ

ンター  

新潟市 中央 区東

堀前通 ６番 町１

０６１番地 

環境をサポートする

株式会社きらめき  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１３３号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

豊栄 さわ やか 老

人福 祉セ ンタ ー

及び 北区 豊栄 健

康センター  

新潟 市江 南区 両

川２ 丁目 ３９ ２

７番地１５ 

株式会社ヴァーテッ

クス  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで  
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議案第１３４号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新潟市 老人 憩の

家しあわせ荘  

新潟市 北区 島見

町１１ ２９ 番地

１ 

島見町 自治 会館

内 

 

島見町自治会  令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 

 

 

 

 

 

 

-129-



 

議案第１３５号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

亀田東児童館  新潟 市江 南区 両

川２ 丁目 ３９ ２

７番地１５ 

株式会社ヴァーテッ

クス  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１３６号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

老人 福祉 セン タ

ー横雲荘  

新潟 市江 南区 横

越中 央１ 丁目 １

番１号 

横越コミュニティ協

議会  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１３７号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名 

指定管理者 

指定の期間 

所在地 名称 

小須 戸老 人福 祉

センター 

新潟 市西 蒲区 漆

山８７００ 

株式会社関越サービ

ス 

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１３８号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新潟市白根斎場  富山 県富 山市 奥

田新 町１ ２番 ３

号 

株式会社宮本工業所  令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１３９号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

老人 福祉 セン タ

ーい こい の家 楽

友荘  

新潟 市江 南区 両

川２ 丁目 ３９ ２

７番地１５ 

株式会社ヴァーテッ

クス  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 老人 福祉 セン タ

ーい こい の家 月

寿荘  
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議案第１４０号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

老人 福祉 セン タ

ー白寿荘  

新潟 市西 蒲区 漆

山８７００  

株式会社関越サービ

ス 

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１４１号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新 潟 市 西 川 社 会

福祉センター  

新潟 市西 蒲区 称

名８２５番地  

社会福祉法人新潟南

福祉会  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１４２号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新潟市巻ふれあ

い福祉センター  

新潟市中央区八

千代１丁目３番

１号  

社会福祉法人新潟市

社会福祉協議会  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１４３号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

いこいの家西川

荘、いこいの家得

雲荘、いこいの家

蛍雪荘  

新潟市西蒲区漆

山８７００  

株式会社関越サービ

ス 

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１４４号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名 

指定管理者 

指定の期間 

所在地 名称 

新潟 市廃 棄物 処

理施設附属施設 

新潟 市中 央区 東

堀前 通６ 番町 １

０６１番地 

きらめき・日建緑地

共同企業体 

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１４５号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新潟 市万 代島 多

目的広場  

新潟 市中 央区 万

代３ 丁目 １番 １

号新 潟日 報メ デ

ィア シッ プ１ ３

階 

万代島多目的広場に

ぎわい創出委員会  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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議案第１４６号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名 

指定管理者 

指定の期間 

所在地 名称 

法 花 鳥 屋 住 宅 、

松 浜 町 住 宅 、 桃

山 町 第 １ 住 宅 、

桃 山 町 第 ２ 住

宅 、 秋 葉 通 住

宅 、 藤 見 町 第 １

住 宅 、 藤 見 町 第

２ 住 宅 、 新 藤 見

住 宅 、 中 山 住

宅 、 物 見 山 第 １

住 宅 、 物 見 山 第

２ 住 宅 、 船 江 町

住 宅 、 石 山 住

宅 、 平 和 台 住

宅 、 松 島 住 宅 、

新 石 山 住 宅 、 大

山 台 住 宅 、 石 山

新 潟 市 中 央 区 八

千 代 １ 丁 目 ４ 番

１６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大成有楽・三愛ビル

管理共同企業体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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第 １ 住 宅 、 石 山

第 ２ 住 宅 、 松 浜

町 住 宅 駐 車 場 、

法 花 鳥 屋 住 宅 駐

車 場 、 桃 山 町 第

１ 住 宅 駐 車 場 、

桃 山 町 第 ２ 住 宅

駐 車 場 、 秋 葉 通

住 宅 駐 車 場 、 藤

見 町 住 宅 駐 車

場 、 藤 見 町 第 １

住 宅 Ａ 棟 １ 階 駐

車 場 、 藤 見 町 第

１ 住 宅 Ａ 棟 ２ 階

駐 車 場 、 藤 見 町

第 １ 住 宅 Ｂ 棟 駐

車 場 、 藤 見 町 第

２ 住 宅 駐 車 場 、

新 藤 見 住 宅 駐 車

場 、 中 山 住 宅 駐

車 場 、 中 山 住 宅

第 ２ 駐 車 場 、 物

見 山 第 １ 住 宅 駐

車 場 、 物 見 山 第

２ 住 宅 駐 車 場 、
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船 江 町 住 宅 駐 車

場 、 石 山 住 宅 駐

車 場 、 平 和 台 住

宅 駐 車 場 、 新 石

山 住 宅 駐 車 場 、

新 石 山 住 宅 第 ２

駐 車 場 、 大 山 台

住 宅 駐 車 場 、 石

山 第 １ 住 宅 駐 車

場 、 石 山 第 ２ 住

宅駐車場 
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議案第１４７号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名 

指定管理者 

指定の期間 

所在地 名称 

川 岸 町 住 宅 、 関

屋 大 川 前 住 宅 、

日 和 山 住 宅 、 稲

荷 町 住 宅 、 二 葉

町 住 宅 、 二 葉 町

第 ２ 住 宅 、 西 湊

町 通 １ ノ 町 住

宅 、 窪 田 町 住

宅 、 シ ル バ ー ハ

ウ ジ ン グ 早 川 町

住 宅 、 宮 浦 住

宅 、 明 石 住 宅 、

西 湊 町 通 ２ ノ 町

住 宅 、 汐 見 台 住

宅 、 古 町 み な と

住 宅 、 曽 野 木 住

宅 、 亀 田 東 町 住

新 潟 市 中 央 区 上

大 川 前 通 ９ 番 町

１２６２番地３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社新潟ビルサ

ービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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宅 、 亀 田 大 月 住

宅 、 亀 田 向 陽 住

宅 、 新 津 新 栄 町

住 宅 、 新 金 沢 町

住 宅 、 新 津 田 島

住 宅 、 中 新 田 住

宅 、 西 島 住 宅 、

小 須 戸 文 京 町 住

宅 、 小 須 戸 本 町

住 宅 、 小 須 戸 大

川 前 住 宅 、 新 鯵

潟 住 宅 、 寺 尾 第

３ 住 宅 、 大 野 藤

山 住 宅 、 内 野 駅

前 住 宅 、 小 針 第

１ 住 宅 、 小 針 第

２ 住 宅 、 小 針 住

宅 、 小 針 ケ 丘 住

宅 、 小 針 西 住

宅 、 天 神 町 住

宅 、 巻 １ ２ 区 住

宅 、 巻 １ ３ 区 第

１ 住 宅 、 巻 １ ３

区 第 ２ 住 宅 、 巻

１ ３ 区 第 ３ 住
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宅 、 赤 鏥 住 宅 、

前 田 住 宅 、 巻 １

区 住 宅 、 川 岸 町

住 宅 駐 車 場 、 関

屋 大 川 前 住 宅 駐

車 場 、 日 和 山 住

宅 駐 車 場 、 稲 荷

町 住 宅 駐 車 場 、

二 葉 町 住 宅 駐 車

場 、 二 葉 町 第 ２

住 宅 駐 車 場 、 西

湊 町 通 １ ノ 町 住

宅 駐 車 場 、 西 湊

町 通 ２ ノ 町 住 宅

駐 車 場 、 窪 田 町

住 宅 駐 車 場 、 古

町 み な と 住 宅 駐

車 場 、 シ ル バ ー

ハ ウ ジ ン グ 早 川

町 住 宅 駐 車 場 、

汐 見 台 住 宅 駐 車

場 、 曽 野 木 住 宅

駐 車 場 、 曽 野 木

住 宅 第 ２ 駐 車

場 、 亀 田 大 月 住
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宅 駐 車 場 、 亀 田

向 陽 住 宅 駐 車

場 、 新 津 新 栄 町

住 宅 駐 車 場 、 新

金 沢 町 住 宅 駐 車

場 、 新 津 田 島 住

宅 駐 車 場 、 中 新

田 住 宅 駐 車 場 、

西 島 住 宅 駐 車

場 、 小 須 戸 文 京

町 住 宅 駐 車 場 、

小 須 戸 本 町 住 宅

駐 車 場 、 小 須 戸

大 川 前 住 宅 駐 車

場 、 新 鯵 潟 住 宅

駐 車 場 、 内 野 駅

前 住 宅 駐 車 場 、

小 針 第 １ 住 宅 駐

車 場 、 小 針 第 ２

住 宅 駐 車 場 、 巻

１区住宅駐車場 
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議案第１４８号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

鳥屋野交通公園  新潟市中央区白

山浦１丁目６１

３番地６９ 

公益財団法人新潟

市開発公社 

 

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで  
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議案第１４９号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

石宮 公園 地下 自

転車駐車場  

新潟 市中 央区 東

堀前 通６ 番町 １

０６１番地 

環境をサポートする

株式会社きらめき  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで  
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議案第１５０号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和７年１２月５日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

新潟 市亀 田駅 前

地域 交流 セン タ

ー、亀田駅前地域

交流 セン ター 自

転車等駐車場  

新潟 市中 央区 東

堀前 通６ 番町 １

０６１番地 

環境をサポートする

株式会社きらめき  

令和８年４月１日か

ら 

令和１３年３月３１

日まで 
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諮問第２号  

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 次の者を人権擁護委員候補者に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を問う。  

  令和７年１２月５日提出  

新潟市長 中原 八一       

津野 香  

  橋本 京子  

  齋藤 誓  

田邊 とも子  

  二瓶 富美子  

  眞島 潤子  

    佐藤 康子  

  永井 一哉  

  佐々木 達也  

  加藤 奈美子  

  神田 賢治  
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